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議事日程  
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第４ 行政報告 

第５ 一般質問 
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（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。  

  ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達しておりますので、平成３

０年１２月川棚町議会定例会を開会をいたします。これから、本日の会議を

開きます。 

（１０：００） 

議 長 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。本定例会の

会議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定によって、小谷龍

一郎議員及び髙以良壽人議員を指名いたします。 

 

議 長 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布をしております会期日程

案のとおり、本日から１２月１４日までの９日間と決定したいと思います

が、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日

から１２月１４日までの９日間と決定をいたしました。 

（１０：０１） 

議 長 なお、議事日程につきましても、お手元に配布のとおりであ

ります。 

議 長 次に、日程第３「諸般の報告」を行います。 

  去る１０月１５日に東彼杵道路建設促進期成会で、知事並びに県議会議長

へ要望活動を行いました。 

主な内容は、地方の道路整備促進に必要な財源の確保。国道２０５号針

尾バイパスの早期完成。特に平成３１年度中の江上交差点立体化完成。次に

国道２０５号佐世保市～東彼杵町（東彼杵道路）の計画段階評価への早期着

手。国道２０５号に係る交通安全対策事業の早期完成を要望をいたしており

ます。 

次に、１０月２９日に、「国土交通省長崎河川国道事務所長」（長崎市）
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と「国土交通省九州地方整備局長」（福岡市）へ、東彼杵道路建設促進期成

会の役員並びに関係首長と議会関係で出向き、要望活動を行っております。

主な内容は、知事要望と同じであります。なお、川棚町町議会では小谷産業

建設文教委員長に出席をいただいております。 

同日１０月２９日、県庁においては、中村知事に対し町村議会議長会・

離島振興市町村議会議長会で、平成３１年度県政に対する要望を行いまし

た。 

本町に関係するものは、東彼杵道路の計画段階への着手と、基幹農道

「川棚西部地区」の早期完成を目指した予算の確保を要望をいたしておりま

す。 

次に１１月２１日、長崎県町村議会議長会、長崎県離島振興市町村議会

議長会で県選出国会議員への陳情を衆議院議員会館会議室で行っておりま

す。 

本町に関するものは、県政に対する要望と同じであります。 

その後、第６２回町村議会議長全国大会が「地方創生の実現をめざし

て」と題して、ＮＨＫホールで開催をされました。 

主な内容は、「地方創生の実現をめざし、一致結束して果敢に行動して

行く」趣旨の宣言文の採択と１７項目の決議。そして、特別決議として「東

日本大震災及び熊本地震からの復旧・復興と大規模災害対策の確立に関する

件」、「地方創生さらなる推進に関する件」、「町税財源の充実強化に関す

る件」、「議会機能強化及び議員のなり手確保に関する件」、「参議院選挙

における合区解消に関する件」の５項目と要望及び各地区要望を確認し、決

定して閉会をいたしました。 

その他の諸報告につきましては、お手元に配布をしました「議長諸報告」

が、９月定例会以降、私が主に出席した会議等であります。  

そのほか、お手元に配布をしておりますとおり、例月出納検査の結果に関

する報告書が、９月実施分、１０月実施分、１１月実施分が監査委員から提

出をされておりますので、ご一読をお願いいたします。 

なお、平成３０年９月２６日開催の長崎県町村議会議長会主催の議会広報

研修会の報告書が、参加者を代表し、堀田一德議員より提出をされておりま

すので、その写しを配布をいたします。 
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また、本定例会までに受理した陳情１件については、配布にとどめ、既に

配布済であります。ご承知をお願いをいたします。 

以上で、私からの報告を終わります。 

（１０：０６） 

議 長 次に、日程第４「行政報告」を行います。町長から、行政報

告の申し出がありましたので、これを許可いたします。町長 

町     長  皆様、おはようございます。本日ここに、平成３０年川棚町

議会１２月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にはご健勝にて

ご出席をいただき、定刻開会を賜わりまして、誠にありがとうございます。

それでは、まず行政報告を４件させていただきます。 

  １件目が東彼杵道路の建設促進についてであります。東彼杵道路の計画段

階評価への早期着手につきましては、長崎県や沿線自治体であります佐世保

市、東彼杵町と連携し、民間団体を含む東彼杵道路建設促進期成会におい

て、町議会と共に官民一体となった要望活動を行ってきたところでありま

す。しかしながら、この道路は平成６年に地域高規格の候補路線に指定され

て以来、大きな動きもなく、２５年を迎えようとしております。  

そのような中、今年１０月に行われました国の財政制度審議会におい

て、社会資本整備分野の重点課題が審議され、道路関係については有料道路

事業を活用した四車線化整備や維持管理の検討などが提案されたところであ

ります。このことを踏まえ、長崎県においては東彼杵道路の早期整備を図る

ために、有料道路事業を活用することも１つの手法であるということを示さ

れたところであります。 

川棚町といたしましても、東彼杵道路の実現が国道２０５号の渋滞緩和

や事故・災害時の迂回路の確保はもとより、地域間の連携強化や交流促進を

図るためにも重要な事業だと認識をしているところであります。今後は事業

化に向けた有料道路事業の活用の可能性について長崎県や沿線自治体、民間

を含めた建設促進期成会と協議・調整し、国に対し強く要望していきたい

と、このように考えているところであります。 

なお、詳しい内容につきましては本会期中に全員協議会を開催していただ

き、説明をさせていただきたいと思いますので、議員皆様方のご理解とご協

力をよろしくお願い申し上げます。 
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２点目が、新庁舎建設に係る基本設計業者の決定についてであります。新

庁舎建設を進めるにあたり、基本設計業者の選定を進めておりましたが、こ

の度、委託業者を決定し、１１月１日付で新庁舎建設基本設計業務の委託契

約を締結したところであります。 

この業者選定につきましては、議会にもご説明をしてきたとおり、建築設

計業務を委託するうえで最も適した設計者を選定する方式とし、実績や経

験、業務に臨む体制などを含めたプロポーザル提案書の提出を求め、公正に

評価して設計者を選定する公募型プロポーザル方式により選定を行ったもの

であります。 

審査の公平性、公正性を期すため、審査委員として長崎大学の安武教授を

委員長として、ほか４人の委員の方で構成された委員会を設置し、第１回目

の審査委員会を６月２５日に開催したあと、７月１８日から７月２４日まで

に参加表明書の提出期間を設け、県内５者から参加表明書の提出を受けたと

ころであります。その後、８月２日に第２回審査委員会を開催し、参加表明

があった５者について１次審査を行い、３者を選定し、さらにその３者から

技術提案書の提出を受け、１０月１８日に公開によるヒアリング及び審査を

実施して、最優秀提案者を選定したものであります。最優秀提案者には長崎

市に本社を置く株式会社建友社設計が選定され、この結果を受け、正式に１

１月１日に基本設計業務の委託契約を締結したところであります。  

建友社設計は平成８年度に国民宿舎くじゃく荘の建て替えに伴う基本実施

設計業務を受託しており、近年では長崎県庁と同時に建て替えられた県警本

部庁舎の設計業務を受託されております。また、設計事務所の体制としても

１級建築士を含め多くの技術者が所属し、公共建築物の設計実績も豊富であ

ることから、川棚町の新庁舎建設基本設計業務を託す最適者であると確信を

いたしております。 

基本設計業務の期間は来年３月２２日までと定めており、その折には議会

に対しましても基本設計の内容等について説明する機会を設けたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。  

３点目が連携中枢都市圏についてであります。佐世保市とその周辺の本町

を含む１１市町におきまして、将来に向けた地域経済社会の一体的かつ持続

的な発展を図るため、連携中枢都市圏の形成に向けた事前協議を進めており
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ますので、これまでの経過についてご報告をさせていただきます。  

佐世保市を中心とした連携中枢都市圏を形成するため、平成２９年５月１

７日に関係市町の首長で構成する西九州北部地域連携中枢都市圏協議会を設

置し、佐世保市とその周辺６市７町、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵町、

川棚町、波佐見町、小値賀町、新上五島町、伊万里市、武雄市、嬉野市、有

田町で具体的な事前協議を開始したところであります。 

同年１１月１日の第２回協議会において、連携中枢都市圏の枠組として７

市７町の参加を確認すると共に、都市圏の名称を西九州佐世保広域都市圏と

することで決定し、以後、平成３０年度中の連携中枢都市圏形成に向けスケ

ジュール、都市圏ビジョン案、連携協約案などについて事前協議を進めてま

いりましたが、今年７月に連携できる事業がないとの理由から、武雄市と嬉

野市が協議会から離脱し、５市７町で圏域を構成することとなりました。構

成市町の数は減少したものの、引き続き連携中枢都市圏の形成に向け、事前

協議が進められたところであります。 

その後、９月３日には都市圏形成の第一歩として佐世保市において、佐世

保市が圏域の中心都市となるべく連携中枢都市宣言が行われたところであり

ます。 

そして、１０月１１日の第３回協議会において、都市圏ビジョン案、連携

協約案について事務局提案のとおり進めていくことが承認され、各市町の１

２月定例議会で連携協約の締結に関する協議の件の議決を経て、来年１月に

連携協約締結式を行う予定となっております。 

なお、連携協約の締結に関する協議の件につきましては、本定例会におい

てご審議いただくことにいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。以上が連携中枢都市圏の形成に向けたこれまでの経過であります。  

４点目は、九州高等学校選抜ホッケー大会において川棚高校男子ホッケー

部が優勝し、全国大会出場が決定したのでご報告を申し上げます。 

去る１１月１０日から１２日にかけて、鹿児島県薩摩川内市において九州

高等学校選抜ホッケー大会が開催され、川棚高校男女ホッケー部が長崎県代

表として出場をいたしました。この九州大会において、女子ホッケー部は惜

しくも３位という結果に終わりましたが、男子ホッケー部は部員１１人の最

小人員のチームながら、初戦で沖縄県辺土名高校を１２対１で下し、準決勝
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では昨年度優勝校である強豪熊本県小国高校に６対３で勝利して決勝進出を

果たしました。決勝は悪天候のため中止となったため、対戦予定であった鹿

児島県川薩清修館高校と共に両校優勝という見事な成績を収め、第５０回全

国高等学校選抜ホッケー大会の出場権を手にしたところであります。  

この全国大会は１２月２２日から大阪府茨木市を中心として開催されるも

のであり、活躍を期待しているところであります。以上、４点行政報告とさ

せていただきます。 

  次に、本定例議会での行政からの提出議案でありますが、平成３０年度各

会計補正予算５件、条例制定１件、条例改正３件、その他１件でございま

す。提案理由につきましては、その都度説明をさせていただきますので、よ

ろしくご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたしまして、行政報

告並びに提案理由の説明とさせていただきます。 

議 長 これで行政報告を終わります。 

（１０：１９） 

議 長 次に、日程第５「一般質問」を行います。 

  本定例会での一般質問通告者は６人であります。これから通告順にした

がって質問を許可いたします。まず、久保田和惠議員。 

４ 番 久 保 田 おはようございます。議席番号４番、久保田和惠です。通告

文を読み上げる前に、訂正のお願いをいたしたいと思います。３つ目の質問

の障がい者の雇用の件の中で、数字に誤りがあります。この中で「地方公共

団体は４８人以上の規模の機関では」というふうに書いておりますが、これ

は古い情報でありまして、本当は４０人以上の規模の機関となります。議員

の皆さんのは訂正があっていると思いますが、行政側の方のが４８のままで

掲載されていると思いますので、お詫びして訂正をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

改めまして、通告文を読み上げます。第１に、風疹の対応について尋ね

ます。 

国立感染症研究所は、今年初めから１０月２８日までの風疹患者が計１，

６９２人になり、１週間の患者数が１００人を超えたのは８週連続で、大規

模な流行となった２０１３年以来５年ぶりに１，０００人を超えたと発表し

ました。しかし、その後１１月１１日の厚生労働省の報告によると、２，０
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３２人になったという報告があっておりましたが、さらに増えて流行範囲も

拡大しているようです。 

妊婦が風疹にかかると、胎児が風疹ウイルスに感染し、難聴、心疾患、白

内障、そして精神や身体の発達などの遅れなどの障がいをもった赤ちゃんが

生まれる可能性があります。そうならないためには、風疹に対する抗体価を

持っているか、または抗体価が低くないかを知る事が大事です。 

妊娠を希望される女性やその配偶者など「風疹抗体検査」を希望される方

に抗体検査に対する助成と、抗体価が低い方が風疹ワクチン接種の希望をし

た場合、接種への助成をする考えはないか尋ねます。 

第２に、未婚のひとり親家庭に対する町県民税における寡婦（夫）控除の

みなし適用について尋ねます。 

近年、ひとり親家庭の子どもの貧困が深刻化しています。しかし、離婚や

死別でひとり親になった人に比べて一度も婚姻歴がない、未婚のひとり親に

は「寡婦控除」は適用されません。一度も婚姻歴のない未婚のひとり親世帯

に等しく町県民税における「寡婦控除」のみなし適用を、大分市等実施して

いる自治体を参考にしながら、取り入れる考えはないかお尋ねします。 

３点目です。障がい者雇用について尋ねます。 

民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に

基づき障がい者を雇用しなければなりません。しかし、中央省庁は雇用する

障がい者の人数を長きにわたり水増しし、障がい者雇用率を偽って公表して

いました。国や地方の多くの行政機関は、対象にならない職員を障がい者と

カウントして、障害者雇用促進法が義務付けた雇用率を達成したように装い

ました。 

平成３０年４月１日から障がい者の法定雇用率が引き上げられて、地方公

共団体は、４０人以上の規模の機関では２．５％の雇用をしなければなりま

せん。障害者雇用促進においては、すべての事業主は障がい者の雇用に関

し、社会連帯の理念に基づき、障がい者である労働者が優位な職業人として

自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであり、国の機関

においては民間企業に率先垂範して積極的に障がい者の雇用を進めることと

されています。しかし、本町は雇用率を達成しておりません。積極的に取り

組むべきと考えますが、町長の考えを尋ねます。以上です。 
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議 長 町長。 

町 長 久保田議員の質問にお答えします。ただいま、３項目につい

て質問いただきましたので、まず、風疹の対応についてのご質問にお答えし

ます。 

今年は風疹が大流行しており、国立感染症研究所によりますと、１１月２

１日現在では２，１８６人となり、本県におきましても２人の方の感染が確

認されているようであります。 

この風疹が恐れられる理由は、議員が今述べられたとおり、妊娠初期の女

性が感染すると、生まれてくる赤ちゃんが先天性風疹症候群、いわゆるＣＲ

Ｓと総称される難聴、心疾患、白内障、その他心身の発達障害を持って生ま

れる可能性があるとのことで、親御さんとしては大変心配されている状況で

あります。 

現在、風疹の予防接種につきましては、定期の予防接種として位置付けら

れておりますが、その対象者は小学校未就学前の幼児となっております。し

かしながら報道によりますと、国は来年度から３９歳から５６歳の男性を対

象に抗体検査の無料化を含め、定期の予防接種とする方向で検討に入ったと

のことであります。 

そこで、妊娠を希望する女性や配偶者などへの風疹の抗体検査、ワクチン

接種に対する助成をする考えはないかとのご質問でありますが、風疹の抗体

検査につきましては、町独自で助成制度を設けることは考えておりません。 

現在、風疹の抗体検査は、県内の各保健所において無料で受けることがで

き、対象範囲も拡大する措置が講じられているようであります。風疹の抗体

検査につきましては、ぜひ県内各保健所を利用していただきたいと、このよ

うに考えておりますので、ご理解を賜わりたいと存じます。  

次に風疹の予防接種についてでありますが、接種費用は１万円から１万

２，０００円程度かかり、助成については、県内では時津町のみが行ってい

るようであります。補助の要件は、補助の概要は、年齢、性別等において一

定の条件を設定し、抗体検査を受けた結果、免疫が低いと判断された方を対

象に予防接種費用から自己負担額３，０００円を差引いた額を助成している

とのことであります。 

そこで、助成制度の構築についてでありますが、定期の予防接種の対象外
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の方への助成制度となりますが、国の厚生科学審議会で定期の予防接種と承

認され、ワクチンの安全性が高いこと、また、先ほど述べました、生まれて

くる赤ちゃんが先天性風疹症候群とならないよう、子育て支援の観点からも

本町の任意の予防接種として位置付け、助成するよう、今後検討してまいり

たいとこのように考えております。 

次に、未婚のひとり親家庭に対する町県民税における寡婦控除のみなし適

用についての質問にお答えいたします。未婚のひとり親に対する寡婦控除の

みなし適用が本年の子ども子育て支援法施行令等の政令の改正に伴い、各自

治体において保育料などの福祉サービスで順次実施されていることはご承知

のとおりであります。ご指摘の大分市においても政令で改正された事業のほ

か、１５の事業で寡婦控除のみなし適用を行っておりますが、住民税におい

ては所得税法等法律との絡みがあるとこから、制度の見直しを行っていない

ということのようでありまして、議員が勘違いされているのではないかと思

います。 

ご質問の町県民税における寡婦控除のみなし適用について、未婚のひとり

親世帯にも取り入れる考えはないかについてでございますが、本年度の税制

改正要望事項として、厚生労働省から未婚のひとり親に対する税制上の支援

措置として寡婦控除が、子がいる婚姻をしていない者にも適用されるよう関

係省庁へ示されているところであり、これを受けて今月中に閣議決定される

平成３１年度税制改正の大綱に、盛り込まれる予定となっているようであり

ます。以上のようなことから、本町におきましては、閣議決定に伴う法律の

改正を待って対応してまいりたいとこのように考えておりますので、ご理解

を賜わりたいと存じます。 

３つ目のご質問の障がい者雇用についてお答えいたします。久保田議員の

ご質問にあったように、民間企業、国、地方公共団体は障害者の雇用の促進

等に関する法律に基づき、それぞれ定める割合、いわゆる法定雇用率に相当

する以上の障がい者を雇用しなければならないとされており、地方公共団体

においては、４０人以上の規模の機関である場合は法定雇用率が２．５％と

されております。そして、国及び地方公共団体は障害者の雇用の促進等に関

する法律第４０条において、「国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一

回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の
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任命に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。」と規定され

ていることから、毎年６月１日現在の身体障がい者、知的障がい者及び精神

障がい者である職員の任命に関する状況等について報告することが求められ

ているところであります。 

久保田議員のご質問においては、本町は雇用率を達成していないとのご指

摘でありましたが、本町におきましては直近の報告である平成３０年６月１

日現在の報告では、職員総数から別機関である教育委員会などの職員を除い

た職員数が９５人、雇用率が、障がい者数が３人、雇用率は３．１６％であ

り、この時点においてはいわゆる法定雇用率を満たしているものでありま

す。 

しかしながらその後、対象者の退職等により、今現在では雇用者数が０と

なっていることから、このまま障がい者の雇用がない場合、次回、来年の６

月１日現在の報告では法定雇用率を確保できなくなるという状況になりま

す。 

こうしたことから、来年の法定雇用率を確保するため、当初予定しており

ませんでしたが、２回目の職員採用試験を平成３０年１月２０日に行うこと

で今事務を進めておりますが、その中において「高校卒業程度  一般事務

（身体に障害があるもの）」という試験区分を設け、受付期間を１２月３日

から１２月２８日までとし、現在募集を行っているところであります。この

ようにして、障がい者の法定雇用率の確保につきましては、大変重要である

と認識しておりますので、真摯に受け止め取り組んでまいりますので、ご理

解を賜わりますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上、答弁とさせて

いただきます。 

議 長 町長。 

町 長 ただいまの障がい者の雇用の採用試験について、受付期間を

１２月３日から。「２回目の職員採用試験を平成３０年１月２０日に行うこ

ととし」という発言をしましたが、「３１年１月２０日」ということでご訂

正をお願いいたします。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 では、再質問に入ります。今、町長から答弁をいただきまし

たが、感染者数はどんどん増えて、県内にも２人の方の感染が確認されたと
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いうことでした。そして国は、３９歳から５６歳の男性に対して定期接種を

行うということでしたけども、この方達だけではなくてですね、女性も１回

もワクチンを打っていないっていう方もいらっしゃるんですね。年齢の対象

の中にですね。そういう方もいらっしゃいますし、そしてその助成の対象者

が３９歳６ヶ月以上の男性と、それから５６歳６ヶ月以上の女性は定期接種

の機会がなかったということに、資料の中にはあります。この方達が、妊娠

を希望される方の周りにいらっしゃってですね、そしてそれをうつすってい

う、感染させるっていう側になってしまうという恐れがあります。時津町で

はこの３，０００円を差引いた残りを助成するということらしいですけど

も、やはり子ども子育てを中心に考えるならば、やはり本町としてもこれを

早く取り組むべきだと思いますけども、そうは思われませんでしょうか。  

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。先ほど答弁いたしましたように、子育

て支援の観点からこれは早急に取り組みたいという考えでおります。そこ

で、壇上でも言いましたように、この件については国の方で、今後、対応が

これまでと変わって少し拡大がされるようであります。したがって、そう

いった国の動向を見ながら本町の制度の構築をしていきたいと、このように

考えております。以上でございます。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 それでは抗体検査ですけども、抗体検査も県内の保健所で、

保健所に行けば無料でできるっていうことですね。そのようにおっしゃった

と思いますが、町内でこのことを周知をさせて、そしてやはり、やっぱり風

疹にかかったんだろうと思って、勘違いされている方もかなりいらっしゃ

るっていうふうに聞きます。やはりそうではなくてですね、未然に防げる病

気ならば、やはり安心してお母さん達が赤ちゃんを産む、そして赤ちゃんの

将来に支障がないためにも、健全に育っていくためにも、この検査によって

防げるものなら、そういうふうに県内の保健所でっていうのではなくて、こ

の町が率先して抗体検査が受けられますよ、無料で受けられますよっていう

ことを皆さんに、町民の方にですね、伝えていくべきではないか。抗体検査

もそんなにワクチンよりは高くはありません。だから、できればですね、

やっぱり抗体検査を進んでするっていうふうにするためには、やはり町から
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発信していく、抗体検査は無料でできますよというふうにならないものなの

でしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。抗体検査というのは、風疹に感染する、いわゆる抵抗

力があるかないかの検査なんですね。それを保健所に行けば無料で受けられ

ますので、それをわざわざ町が独自で抗体検査をするということは、考えて

いないということは先ほど申し上げたとおりであります。 

保健所で抗体検査を受けることができるということの広報等について

は、担当課の方から現在どうしているのか、今後どうするのかを答弁させ

ます。 

議 長 健康推進長。 

健康推進課長 風疹の抗体検査の広報についてですけれども、風疹の発生が

今多く見受けられるとか、あと、県央保健所の方でですね、風疹の抗体検査

を受けることができますということを１２月号、広報かわたなの１２月号に

掲載をしております。ただ、ここではですね、無料で受けられますというの

を載せておりませんので、今後もですね、こういった情報発信については

行っていきたいと思いますので、ご理解いただきますようお願いします。  

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 はい。そのようにしてあるということですけども、やはり私

は町の事業としてですね、子ども達が、お母さん達が、やはり安心して赤

ちゃんを産めますよというふうに、くらし輝くまちを謳ってあるのであれ

ば、やはり保健所まで行くっていうのではなくてですね、やっぱり近くで受

けられるというふうにしていくべきではないかと思います。これがですね、

私が知っている経験の中にもですね、妊娠してそして周りで風疹が流行った

時期がありました。そのときにやっぱりお母さんとして、１０ヶ月も不安を

抱えて暮らすというのは大変なことなんです。だから、やはりこの風疹に町

が率先して取り組んでいるよというふうに示してほしいっていうのでこれを

取り上げてみました。それでは広報に掲載してあるっていうことですので、

この無料で受けられるっていうことをまた、再度掲載してほしいと思いま

す。 

風疹がなぜ怖いかって言えば、インフルエンザの感染は１人で３人ぐら
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いに感染する力が、感染力があるけども、風疹では５人から７人にうつす力

があるっていうふうになっております。その１５％から３０％の人が感染し

ても症状が出ない。大人になって感染したら脳炎とか何とかで重症化すると

いう、そういう怖い病気ですので、やはり私達もそのことについて町として

ですね、力を入れて取り組んでほしいっていうふうに思っております。  

次に、未婚のみなし適用について入らせてもらいます。この確定申告の

手引きの中にもですね、やはり寡婦控除の控除される中身としては、やっぱ

り夫と死別、離婚した後再婚していない方、そういうふうに一度結婚をしな

ければこの寡婦控除が認められないというふうになっております。しかし、

先ほど言われたように、国は３１年の改正にみなし控除を盛り込むというふ

うに、私が通告文を出したあとにこういうふうに臨時国会の中で言っており

ましたので、たぶんそういうふうに町もなっていくだろうと、私も期待して

おります。 

私がこれが平成２６年の９月議会で取り上げて、ひとり親のみなし適用

ということに対しても訴えたことがありますが、やはりそのときも町内に何

人ぐらいこの対象の方がいらっしゃいますかということでお尋ねしたことが

ありますが、今現在ですね、この町内にみなし適用にかかるお母さんがどの

くらいいらっしゃるか、それを尋ねたいと思いますが。 

議 長 はい。久保田議員。 

４ 番 久 保 田 みなし適用に該当されるひとり親です。保育料とかそういう

ふうなのの関わりが出てくると思います。やっぱりみなし適用にならなけれ

ば、さっきおっしゃったように保育料にも関わってくる問題ですので、わか

れば、数字がわかれば今みなし適用に係るひとり親の方が何人いらっしゃる

のか、何人程度いらっしゃるのか。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。現在制度上、取り組んでいるみなし適

用については、例えば公営住宅法に基づいて家賃の算定のときにこのみなし

適用をするとか、あるいはいろいろな事業がありますので、その事業の中で

はみなし適用をしているのが何人かということはわかりますけど、全体的に

未婚のひとり親ということについては、どこで把握するんですかね。それぞ

れの事業の担当課では把握はしていますけど、川棚町にそういう人が何人い
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るかということについては。ということで把握はしておりません。  

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 おっしゃったように、保育料にかかる、前回尋ねたときもや

はり年間でですね、やっぱり１０万円も多く払わなくっちゃいけないってい

う人達がいらっしゃったわけですよね。年額で３万円ほどの減額となります

とか、あとひとりの方には１０万円ほどの減額になりますと、これは保育料

のことですよね。だから、保育料に関して対象者がわかれば教えてほしいと

思うのと、どれだけ保育料に差があるかですね。そういうふうに尋ねたいと

思っています。 

議 長 町長。 

町 長 はい。今、具体的に保育料についての質問がありましたの

で、担当課長から答えさせますが、それ以外にもいろいろみなし適用をして

おりますので、それぞれ関係課長から答弁をさせます。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 ただいま保育料のことでですね、質問が及んでおりますの

で、私の方から住民福祉課の業務としてですね、このみなし適用を、みなし

寡婦の適用をすべきですね、事業として考えられるものについてお伝えしま

すと、児童福祉、住民福祉課の子育て支援係に係るものがですね、５事業。

それから、社会福祉係のですね、障害福祉サービス、あるいは福祉医療、こ

ういったもののですね、サービスに係るものの事業として１６事業がござい

ます。 

そこで今回３０年度のですね、住民税をいわゆる判定材料として保育料

の負担、あるいはそういったサービスを提供する場合の一部負担金ですね、

こういったものの判定におけるみなし寡婦の適用についてはですね、法令に

よるものについては厚生労働省の方から通知があっておりますので、このみ

なし適応を加味してですね、その負担金の徴収、あるいはサービスの適用で

すね、適用の場合の負担金の負担というものを考慮するようにという通知が

あっておりますので、この状況につきましては、そうした所得が生じるよう

な方についてはですね、その方の個別の状況を確認しながらですね、当然非

課税になるような方については考える必要ありませんので、こういった方は

除外をしたうえでですね、寡婦の控除が適用されているかどうかというのを
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見ております。ですから、みなし寡婦に適用する方がいるかどうかっていう

ものを見るだけの話であって、これにそもそもみなし寡婦とする未婚の子ど

もさんがいらっしゃるような方をですね、まず出すとかいう話では考えてお

りません。所得が生じることによって、みなし寡婦を適用することで所得が

低く抑えると。そのうえでこういったサービスを受ける場合の負担金の額の

判断とか、こういったものを算定するうえでですね、このみなし寡婦の適用

をすべきかどうかという状況で確認をしております。 

保育料につきましては、９月の保育料の負担分からは、このみなし寡婦

については、一斉に切り替えをしますので、一応、課税、住民税の課税の状

況を基にですね算定した通知を皆さんに、各保護者の方に送っておりますけ

れども、そのときにですね、こういったみなし寡婦に適用するような状況が

あればですね、申し出をしてくださいという案内を通知に沿えております。

そこでみなし寡婦を適用するにはですね、どの団体もあるんですけれども、

やはり未婚であるという確認をですね、戸籍などを提示していただいて確認

をしていく必要がありますので、こういった案内をですね、窓口で直接しよ

うと思っておりましたので、こうした決定通知の折にですね、そういった内

容を含めて各負担者にはですね、通知、案内をしております。今、現状です

ね、そういった申し出はあっておりませんので、みなし寡婦を適用すべき

人っていうのはかなり少ないのではないかなというふうに思っております。 

あと、個別に障害福祉サービスなどは個々の申請によってですね、決定

をしていきますけれども、その場合についても、所得がある方などについて

は、そこでひとり親の方の場合はですね、その寡婦控除があるかどうか、こ

ういったのを見ながら判断をしております。そこで負担が生じるような場合

ですね、ここで個別の状況を見ながらですね、住民基本台帳とかですね、こ

ういったもので確認ができる場合はですね、特にそういった案内をする必要

もありませんので、その状況によってですね、個別に案内をするように考え

て、今、対応はしております。以上です。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 今ですね、結婚の形、赤ちゃんを産むっていう形がいろいろ

さまざまに社会の中で変わっております。ひとり親になるっていうのが大

変っていうことは皆さんもわかっていることだと思います。やっぱりひとり
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親になる理由として離婚は８０％、それから死別が８％。だけども未婚でひ

とり親になるというのは８．７％と、やっぱり死別よりも多くなっている。

未婚の親になるのも本人の選ぶ道ですので、ぜひですね、この大分が出して

いるフローチャート式、これだったらばよくわかりやすいと思うので、今、

案内をしていこうと思っているっておっしゃるなら、ぜひですね、こういう

ふうなわかりやすい形式を取り上げて対応していただきたいと思います。  

次に、そうしたら３つ目にいきます。３番目の障がい者雇用に対してお

尋ねします。先ほど言われた９５人に対しての２．５％だから３人ですって

いうふうにおっしゃいました。この９５人のうちは正規の職員が何名で、こ

の対象になる人数は週２０時間働いて、１年の雇用っていうふうに、１年の

雇用を超えて雇用される見込みがある人もこの対象の数になるはずですが、

この９５人の内訳はどうなっているんでしょうか。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。本町の場合、臨時非常勤職員は更新が１年ごとの更新

ということで更新をしておりますので、１年以上見込むという職員というも

のは今いないという状況です。この９５名の数にはいわゆる再任用職員です

ね、定年を迎えてその後再任用している職員、この数を含めていると、そう

いう状況であります。以上です。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 先ほども町長の答弁の中でおっしゃりました。決算審査のと

きの行政側の説明のときも、お尋ねしたときにありましたけども、２９年の

６月１日と３０年６月１日は達成しておりましたっていうことを回答いただ

きましたし、今も雇用は今の時点では０ですっていうふうにおっしゃいまし

た。 

ハローワークに尋ねましたけども、これは対象者が０になった場合は、

その後、次の年度を待つんじゃなくて、やはりその時点で採用をすべきでは

ないんですか。ずっと雇い続けなくてはならないんじゃないんですか。６月

１日というのが、厚生労働省に報告しなければならない月なので６月１日が

達成していたのであって、そのあと、いなくなっていらっしゃらなくなって

もいいんでしょうか。これはずっと雇い続けるべきものなのではないんで

しょうか。６月１日に達成していて、その後、自己都合なのか何なのかでお
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辞めになったんでしょうけども、そのあと、いらっしゃらなくなった時点で

また補充をしていくべきものではないんでしょうか。この３人一度に、６月

１日にいらっしゃった人達が３人一度にいらっしゃらなくなるっていう、こ

れはどういう理由でいらっしゃらないんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。この障がい者につきましてはですね、

重要な個人情報なんですね。だから、あまり詳しく答弁いたしますと、その

個人が特定されてしまいますので、なかなか具体的な答弁はできないんです

が、６月１日現在では２．５％以上あったということで、確保されておった

わけですね。その後の状況で現在は０ということになっておりますので、だ

からそういった時点が、事象が発生した時点でそして雇用するということで

今進めております。ただ、募集をしてもですよ、これが希望者がなかった

り、あるいは採用条件が整わなかったりした場合には、また現状が続くわけ

でございますので、そういう努力をしているということについてはご理解を

いただきたいと思います。どうしてもできない場合はできないということだ

ろうと思います。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 ではその６月１日にいらっしゃった方が辞められた理由は何

でしょうか。それも個人情報ですか。 

議 長 久保田議員。個人情報の範囲になるというふうな捉え方をせ

ざるを得ないと思います。 

４ 番 久 保 田 だけどもですね、これは法律ですよね。雇いなさいってい

う、国が決めたことですよね。先ほど言ったように、公共地方団体は民間の

率先垂範にならなくちゃならない、雇わなくちゃならないっていうことです

よね。努力したけれども、採用される人がいなかったから雇えなかったって

いうのではなくて、町の中に入って聞けばですね、やはり障がいがある方が

私達も働きたい、パソコンだったら打てるんですとか、そういうふうな方が

いらっしゃるんですよね。だから、努力はしているって言うけども、これは

努力で済むべきことでしょうか。国が決めたことですよね。雇いなさいって

いうふうにですね。私はそう解釈しているんですけども、そうではないんで

すか。雇わなくてはいけない、４０人以上で２．５％は雇わなくてはいけな
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い数ではないんですか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。そのように理解をしておりますので、今回募集をして

いるところであります。 

議 長 久保田議員。 

４ 番 久 保 田 ２９年の６月１日にも達成しておりました。３０年の６月１

日も達成していましたということでした。２９年に達成した数、方が辞めら

れた原因は何なのかなっていう、そういうふうな研究っていうか、どうすれ

ばその方達が長くここで働いてくださるっていうようなことにはならなかっ

たんでしょうか。この方達を置くっていうことは、この方達の相談を受ける

上司っていうかな、そういう人達もいなくてはならないってここには書いて

あると思います。その人達が働きやすいように、相談を受けやすいような人

を置くように努力しなさいっていうふうになっていると思いますけども、そ

ういうふうに続けられる、働き続けられるような職場環境というのを努力さ

れたんでしょうか。 

議 長 久保田議員。質問の趣旨は雇用率を達成していないので、積

極的に取り組むべきと考えるがっていうことで、今の質問を聞いています

と、雇用実態のあり方、いわばどのように対応してきたかという、質問の趣

旨から少しずつ離れているような感じがいたしますけども、もう少し通告文

に基づいての論点整理をされた方が、発言された方が議論はかみ合うと思い

ますけど。先ほど申しましたように、どうしても個人情報の関連につながる

ようにも思いますので、もう１回論点の整理をされてみてはいかがでしょう

か。はい。久保田議員。 

４ 番 久 保 田 論点から外れていくっていうことも言われましたけども、や

はり私は、ある一方では法律だからうちで、これ以上は町独自としてはやれ

ないと言いながら、ある一方では法律だけどもやっていないっていう、そこ

のところが私は納得ができないですね。だから、努力するって、確保するよ

うに重要課題と考えているので確保するように努力するっていうところを期

待して、終わります。 

（１１：０５） 

議 長 ここで１０分間休憩をいたします。 
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（１１：０５） 

（…休  憩…） 

（１１：１５） 

議    長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 ここで、町長より発言の申し出があっておりますので許可し

ます。町長。 

町 長 はい。先ほどの行政報告の３件目で、連携中枢都市圏につい

て報告をさせていただきましたが、その中で一部誤りがありましたので訂正

をさせていただきます。平成２９年５月１７日に関係市町の首長で構成する

西九州北部地域連携中枢都市圏協議会の構成町につきまして、誤っておりま

すので訂正をさせていただきます。正しくは、「佐世保市とその周辺６市７

町（平戸市、松浦市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、

佐々町、新上五島町、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町）」でございま

す。失礼いたしました。 

議 長 それでは、一般質問に移ります。次に、山口隆議員。 

１ 番 山 口 議席番号１番、山口でございます。新庁舎建設に伴う別館の

改修について、新庁舎等建設調査特別委員会を代表して質問をいたします。 

町政の永年の懸案事項であった新庁舎建設については、平成３０年１０月

１８日、基本設計業務プロポーザルに係る公開プレゼンテーション及びヒア

リングが行われ、基本設計業務委託業者を決定し、１１月１日、委託契約が

締結されました。 

これを受け、新庁舎建設室を中心に、新庁舎建設計画工程が作成され、今

後、平成３３年３月末の新庁舎竣工へ向け、本格的な取り組みが進められる

ものと思われます。 

さて、別館については、平成３０年２月２６日の全員協議会での説明で

は、「改修を行い引き続き利用し、議会関係機能を残す」「別館と一体感を

もった新庁舎を建設する」等の説明があり、工程表でも「別館改修設計」

「別館屋根・外壁改修工事」が示されている。 

しかし、平成３０年１１月１２日の「新庁舎等建設調査特別委員会」での

説明では、別館の改修に関する工程は示されていない。 

新庁舎建設に関わって別館の改修等について、以下の点について尋ねま
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す。 

①別館の改修にはどのように取り組むのか。 

②「別館は改修を行い引き続き利用し、議会機能を残す」「別館と一体感

をもった新庁舎」とはどのような考えか。 

③新庁舎建設後、「水道課」の取り扱いは。 

④現在の議場は、施設・設備（雨漏り、放送設備、空調等）が老朽化し、

議場としての機能が低下しているように思われます。議場の改修については

どのように考えているか。 

５点目、新庁舎には「交流広場」（仮称）の設置が計画されております。

交流広場で本会議のライブ、録画放映はできないか。以上でございます。 

議 長 町長。 

町 長 山口議員の質問にお答えいたします。新庁舎建設に伴う別館

の改修につきましては、先ほど行政報告で説明いたしましたが、１１月１日

付で川棚町新庁舎建設基本設計業務の契約を株式会社建友社設計と行い、現

在、基本設計業務を進めているところであり、本格的に事業が進み始めたこ

とをまず申し上げておきたいと存じます。そのような中でご質問にありま

す、本年２月２６日の全員協議会では、別館改修に伴う改修設計、屋根・外

壁改修工事の工程を示させていただき、改修設計を次年度の平成３１年度に

実施、屋根・外壁改修工事を翌年の３２年度に実施する工程を示させていた

だいております。しかし、１１月１２日の新庁舎等建設調査特別委員会の説

明では、別館改修に伴う工程を示していなかったことから、この度の５項目

の質問になったのではないかと、このように存じます。 

そこで、①「別館の改修はどのように取り組むのか」とのご質問につい

てでありますが、別館の改修につきましては、２月２６日の全員協議会にお

いて提出した工程表により説明いたしましたように、新庁舎建設事業期間内

に合わせて実施することが良いと、このように判断をいたしております。  

その改修内容については、外壁改修、屋根防水改修工事が主になり、こ

れらの工事を実施することで別館の長寿命化を図りたいと考えております。 

しかしながら、具体的な施工方法及び工事費用の算出は、建物を詳細に

調査して設計を行う必要がありますので、まずは次年度、別館改修工事に係

る設計業務の発注を行うことといたしております。 
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また、現在新庁舎建設事業に伴う基本設計業務を進めておりますが、そ

の中で別館棟については新庁舎と連絡通路で結ばれることから、建築基準法

では新庁舎は別館棟の増築扱いとなり、新たに建築基準法等の適用を受ける

ことになります。そのため、建物内部に関しても改修を行う必要が出てきて

おり、現在、設計業者と県北振興局建築課と協議が進められております。具

体的な内容は、県との確認ができたあと、新庁舎の基本設計内容と併せて議

会に対し、説明を行うことといたしております。 

続きまして、②「「別館は改修を行い引き続き利用し、議会機能を残す」

「別館と一体感をもった新庁舎」とはどのような考えかと」のご質問であり

ますが、議会機能を残す件につきましては、６月の定例会におきまして、田

口議員よりのご質問があった際に説明したように、議会機能を新庁舎に移す

ことは、新庁舎建設事業の財源措置となる市町村役場機能緊急保全事業の適

用外となり、多額の費用が必要となり、その財源の確保ができません。ま

た、議場が新庁舎に入ることとなれば、建物がワンフロア増やすこととな

り、隣接する民家への日照権への影響が出てくるなど、出てくる恐れがある

ことも説明したとおりであり、議会機能はそのまま残すことにいたしており

ます。 

次に、別館と一体感を持った新庁舎については、現状、本館と別館が階段

による渡り廊下になっていることから、新庁舎では階段のない渡り廊下とす

ることでスムーズに移動が可能となり、平面的なつながりのある別館と一体

感を持った新庁舎にしたいと、このように考えております。また、平面的な

一体感だけではなく、外観的にも一体感を持った新庁舎としたいので、設計

業者に対し、別館の外観と一体感のある印象になるように検討するよう、指

示をしたところであります。 

続きまして③「新庁舎建設後、「水道課」の取り扱いは」とのご質問であ

りますが、水道課につきましては現在の別館の位置で業務を引き続き行うこ

とといたしております。 

なお、先ほども申し上げましたとおり、新庁舎と別館は今と同じように渡

り廊下でつながりますが、新庁舎は別館の１階の高さと同じ高さにすること

で、階段がない通路となり、今以上に利便性が高くなるものと思われます。 

次に④の「現在の議場は、施設・設備（雨漏り、放送設備、空調等）が老
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朽化し、議場としての機能が低下していると思われるが、議場の改修につい

てどのように考えているか」とありますが、まず雨漏りにつきましては、こ

れから改修設計を行ったあと、長寿命化のための屋根防水工事を施工するこ

とで改修ができるものと考えております。 

放送設備につきましては、以前、議会事務局から改修の事業要望が出され

ておりましたが、当時、新庁舎の建設事業計画がはっきりしていなかったこ

とから予算化ができておりませんでした。しかし、今答弁いたしましたよう

に、議会機能はそのまま残すとしておりますが、新庁舎の建設事業では議場

の放送設備改修は考えていないことから、改めて予算化の検討を行ってまい

りたいと考えております。 

その他の設備といたしましては、空調の老朽化がありますが、現在議場の

空調機の維持管理は業者と保守契約を行っており、通常の故障には対応でき

るようにしておりますが、空調機の老朽化により交換する部品も不足してい

るため、空調機等の設備機器の見直しは必要があるものと、このように考え

ております。そのため次年度、別館改修工事に係る設計業務の発注を行う際

に、議場の空調改修工事に伴う設計業務を含めて発注を行うことといたして

おります。 

最後の質問となります⑤「新庁舎には交流広場の建設も計画されている。

交流広場で本会議のライブ、録画放映はできないか」についてであります

が、新庁舎における交流広場は町民の皆様が気軽に利用できる、文字通り交

流の場となるような考え方を持っており、そのスペースにおいて画像などを

映す装置、いわゆるデジタルサイネージを設置し、お知らせや画像、動画な

どいろんな情報を流して来庁いただいた方々にご覧いただくこともアイデア

として持っているところであります。今後、基本設計の中で検討していきた

いと、このように考えております。 

そうした中でご質問いただいた本会議のライブ、録画放送ということにつ

きましては、これはまず議会がどうなさるかというご判断が必要だろうと思

います。議会において、本会議の中をどのように撮影するのか、また、どの

ようにして放映、あるいは発信し、一般にご視聴いただくのか、その方針、

あるいは具体的な方法を決めていただく必要が先にあるのではないかと思い

ます。議会においてそういった方針がまとまるようでありましたら、行政と
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いたしましてもどのように対応するか協議をしてまいりたいと、このように

考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 まず確認でございますが、別館棟の改修については、いわゆ

る新庁舎建設に合わせてですね、平成３２年度末までに実施し終えると、そ

ういうふうに判断していいのかどうか。この点は確認でございます。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。今、ご質問があったことに対してお答えいたしま

す。先ほど町長の方からも答弁がありましたように、次年度設計を行い、

その設計の結果を持ちまして、３２年度実施という計画の中で進めたいと

考えております。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 この質問が出てきたのは、改めて申し上げるわけではござい

ませんが、３月からですね、２月の２６日の全協からですね、１１月の１２

日の新庁舎等建設調査特別委員会、この中でですね、結局別館に関する工程

そのものがですね、忽然と消えているわけです。なんかそこにですね、若干

こう、議会に対する説明が不足している点からですね、こういうふうな質問

をせざるを得なくなってきていると。その点については今後どういうふうに

やっていくのかですね。議会に対する説明についてお尋ねしたい。  

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。今、山口議員の方からご質問がありました件なんで

すが、まず、１１月１２日の新庁舎等建設調査特別委員会につきましては、

１１月１日付で説明員の委員会出席の要求書が出されまして、１１月１２日

の説明となりましたが、まず求められた内容につきましてが、２項目ありま

した。１項目目につきましては、川棚町役場新庁舎建設基本設計業務、プロ

ポーザルの審査結果についてという項目だったと思っております。２項目目

につきましてが、川棚町役場新庁舎建設事業の今後の工程についてとされて

おりました。 

その２項目目にあります新庁舎建設事業の工程の説明におきまして、プ

ロポーザルの審査結果の説明をしたのちの工程説明という流れでありありま

したことから、１項目目と２項目目は関連しているものと考えておりまし
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た。そのため、プロポーザルの審査結果の工程説明という部分で、プロポー

ザルにおいて別館の改修工事は含まれていなかったという部分を考えており

まして、今回の、今後の工程の説明につきましては、新庁舎の建設に限って

の説明でいいと判断をしたところでありました。 

ただ、これについては新庁舎建設事業の全体を考えた場合にはですね、

２月２６日に説明しましたように、別館を含めた工程とすべきだという部分

で、改めてこういうご質問があって判断しましたところでありますので、１

１月１２日の説明のときにこの工程が抜けたことに対してはお詫び申し上げ

たいと思います。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 新庁舎の工事期間については今言われたとおりだろうと思っ

ておりますので、次のですね、水道課についてちょっとお尋ねしたいんです

けども、現在の水道課というのはですね、当然そこの水道課の窓口に料金の

支払いや水道、下水道についての相談のための来庁者が訪問されておりま

す。当然、現在のいわゆる水道課の窓口というのは本当の昔ながらの窓口と

いう感じでございます。そういった中で新庁舎が、できれば全く異次元の形

にね、水道課の窓口が感じられるんじゃないかと、町民から。そういったこ

とを含めてですね、新庁舎に水道課が移転しないのであればですね、やはり

それにふさわしいような改築というのは、水道課は全く考えていないのかど

うか。その点をお尋ねしたい。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。今のご質問に対してお答えいたします。水道課の方

の事務所につきましては、今現在、面積が１００㎡ほどあります。窓口、支

払い関係の窓口である総務関係の窓口と、今施設の方２つ分かれております

が、合わせて１００㎡ほどとなっております。まず、この水道課の方の窓口

につきましてはですね、新庁舎に入れられないっていうのがこの面積の関係

からなっているところでありますが、質問にありましたように、確かに新庁

舎のできあがりと、今の水道課の窓口のできあがりについては、違いが出て

くるんだろうということはわかっております。 

ただ、今言いましたように水道課の方の窓口をですね、当然、新庁舎に

入れることもできませんし、財源的な問題がありまして。ましてや水道課の
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今の窓口を大きく新庁舎並みに変えていくということもですね、できないも

のと考えております。ただ、新庁舎から水道課までの渡る通路については、

町長からの答弁でありましたように、階段がない、渡りやすい、利便性が高

いものとなってきますし、今以上に水道課に対しては町民の方が行かれる、

利用される分については高いものというふうに変わっていくという判断はし

ております。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 私が聞いているのはですね、水道課に行くですね通路が段差

がなくなってもですね、水道課に行って、あの窓口で用事をしたときに、新

しい本庁舎と比べればですね、表現は悪うございますが、月とすっぽんぐら

いに町民が感じられるんじゃないかと。この表現が適切かどうかわかりませ

んけれどもね。だから、本当にあそこでですね、水道課の窓口というのは大

変失礼な言い方ですが、玄関先での対応と変わらないんです。だから、同じ

改修をやるのであればね、水道課にいろんな方が行かれると、料金の納入と

かいろんな相談に行かれたとき、やっぱりその方達がですね、本庁舎と同様

にですね、気持ちいいですね訪問ができるようなですね、そういうふうなこ

とは考えられないのかと。通路が平面になるから行きやすいじゃなくてです

ね、そこを尋ねているわけですよ。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。お答えいたします。水道課の方の窓口につきまして

は、当然、新庁舎建設の計画の段階で改修をということでですね、検討はし

ております。一番改修するにあたりましては、今、先ほど言いましたよう

に、総務の方と施設の方とが今分かれているような状態をまず問題視してお

ります。その中で、施設の方の、広い方の事務室の横に健康推進の方の相談

室っていうんでしょうか、部屋がありますが、そこと一体化をしたような形

で、部屋の確保ができないかということを検討いたしました。それがもしで

きることがあれば、合わせて窓口まで含めて改修ができるという判断をして

いるところではあるんですが、その際、そこの間にあります壁の構造を抜く

ことができるのかできないのかということを、今、設計側の方と協議をして

いるところであります。一旦設計側の方からは、大変重要な壁だから、ここ

については改修することはちょっと難しいんじゃないかというお答えがあっ
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たものですから、今のこの回答としましては、大きくあそこの水道課の方の

窓口を変えていくことは、今の現在では不可能だと考えているところで、そ

のような回答をさせていただいているところであります。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 できればですね、水道課の方もですね、やっぱり町民が尋ね

て、本当に本庁舎と変わらないような窓口になったらと言われるような改築

を望むべきだろうと、まずここについては検討をお願いしておきたいと思い

ます。 

それから次にですね、議場関係に、議場関係について尋ねたいんですけ

ども、確かに私達議員が議場をああせろ、こうせろと、贅沢にせろというこ

とは言わないつもりなんですが、最低限のですね、やはり改修はですね、で

きるだけ早くしていただきたいと。 

おそらくこの議場を見られてですね、天井を見られればわかると思いま

すが、クロスもあちこち剥げかけております。それから、この後ろの福田議

員と小田議員ですか、その後ろのクロスが剥げているのはですね、今年の６

月の議会のときの雨漏りの跡なんですよ。そして、今年の９月の議会のとき

はですね、台風接近その他の場合はですね、用心のために前もってそこの席

にはシートを張られたと。結果的に雨が降らなくて雨漏りもなかったんです

けども、そういう状態の現在議場なんです。 

これが例えば３２年の外壁、屋根の修理に合わせてやればなくなるん

じゃないかという答弁ですが、そうしたら次の大雨その他があったときには

ですね、また雨漏りの可能性があると。そういう中で議会をやっていくとい

うのは非常にこれは不自然な状態じゃないかと。議場というのは本来、町の

いわゆる重要案件を審議する場ですから、せめてそういった部分については

ですね、３２年と言わずにですね、早急に検討できないか再度お尋ねした

い。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 雨漏りの関連が出ましたので、その点については私からご説

明いたします。議員ご指摘のとおりですね、今年の夏につきましては、雨漏

りが非常に発生をいたしまして、おっしゃった箇所、非常に大きな雨漏りが

出て、これにつきましてはですね、先日改修が終了いたしまして、雨漏りの
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対応処置は一応終わっているということでご理解をいただきたいと思いま

す。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 できればですね、そういうふうな緊急避難的な部分もあって

ですね、緊急避難じゃなくて抜本的な改築というのはですね、できれば３２

年の本庁舎建設じゃなくてですね、できれば少しでも早くですね、その可能

性がある部分についてはですね、やはり改修はお願いしたいと、こう思うと

ころでございます。 

そして次にですね、新庁舎と一体感を持った議場ということでですね、

この議場というのがですね、非常に町民の方にわかりづらくなっていると。

これは例年議会の広報広聴委員会の中心になりましてですね、１１月の文化

祭発表のときにですね、議場の開放というのを行いながらですね、議会に対

して理解を深めていただきたいということでやっておるわけですが、議場は

どこにあるんですかと、まず大半の方が聞かれると。だから非常に現時点で

はわかりにくい場所なんです。できれば新庁舎ができるときに、いわゆるア

クセスがしやすいような、一体感を持ったということが１つの方向性である

ようでございますので、そういった点についてはどのような方向を持ってお

られるのかお尋ねしたい。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。お答えいたします。まず、議場までのアクセスにつ

きましては、町長の方からの答弁もありましたように、今、接続を一箇所と

しておりますが、これにつきましては２箇所、２階の部分でできないかとい

う部分を検討させております。 

それともう１つ、わかりづらいという部分でありますが、当然、新庁舎

は玄関の方から町民の方も入って来られて、議場をということで目指して来

られると思いますが、その際には今以上、今の新庁舎、他所の他市町の例も

そうなんですが、大変わかりやすいような案内の表示ができるサイン表示が

されております。また、答弁の中でもありましたように、デジタルサイネー

ジ等を利用しながら、庁舎の案内という部分もできるんじゃないかと思って

おります。そういう部分を活用しながら正面玄関から入って来られたとき

に、議場までの案内をわかりやすい、今以上にできると考えているところで
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あります。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 それから、もう順不同でいっていますが、最後のですね、議

会のライブ配信ということでお願いしたいっていうのは、これは議会側が考

えることで、そちらから方針を決めていただきたいということでございます

が、できれば議会側としても検討して、いわゆるこういう形でっていうお願

いはするつもりでございますが、同じこうするんであればですね、いわゆる

おそらく庁舎を解体するときに、一旦この別館と新庁舎が、現在の庁舎側と

のですね、いろんな配線関係はすべて切断されると思うんですよね。そし

て、新庁舎の建設に合わせて再び接続をしていくということになると思いま

すので、そのときにですね、二重手間がかからないようなですね、いわゆる

そういう設備についても考えていただけるのかどうか、再度尋ねておきた

い。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。お答えいたします。今ありましたように、本館棟の

解体の際、今議場の方との配線関係、接続されている部分を切断しないとい

けません。ただ、この切断する部分については、大元となる電気の幹線の部

分の切断となっていきます。したがいまして、その幹線を切断してもこちら

の方の議場側の方のそういうライブ配信に関わってくるような改修にはつな

がるものではないと考えております。ライブ配信関係につきましては、特に

どのような形で撮影していくのかという考え方はあると思いますが、いろん

な例を見ましたら、天井側の方にそういうカメラを設置して、それを基に然

るべき場所のモニターに映し出すという内容もあっているみたいです。その

際は、どうしても天井側の方の改修をしないといけないと考えております。

その改修につきましては解体の、先ほど言った幹線を切断する際のタイミン

グではないと考えております。以上、お答えいたします。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 はい。だいたい別館側の改修等にもいくらかちょっと見通し

が出てきたんですが、今の部分についてですね、来年に設計その他をいわゆ

る行うと、改修の。そしてその設計業者というのはですね、改めてそこで再

度募集される予定なのか。それとも現在の庁舎建設のいわゆる委託業者です
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ね。こちらの方と委託契約を結ばれるのか。いわゆる一体感を持った新庁舎

の建設ということになれば、ある程度そういうことを勘案しながら設計業者

その他依頼されると思いますが、その点についての考えが何かあるのかをお

尋ねしたい。 

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。お答えいたします。設計の方の改修に伴いまして、

その設計の発注方法についてはまだ決まっておりません。１点問題がある部

分については、先ほど町長の方からも答弁がありましたように、新庁舎を建

設する際にこの別館棟の増築という扱いになってくることから、建築基準法

でいう新たな適用を受けることが考えられます。そうなってきた場合は、ど

うしても新庁舎の設計とつながってくる部分が大きいものですから、その際

につきましては今、建友社設計の方と契約をしているところなんですが、ま

た新たな契約という形は考えられると思いますが、その辺の内容がですね、

まだ今協議中ですから、そこの部分の改修がなくなったと、必要ないとなれ

ば、一般的にはまた別途、設計委託の発注を行なうべきだと考えられるとこ

ろでもあります。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 最後の質問になりますが、基本設計業務が３月の２２日まで

の委託契約であると。そうすれば３月中には、３月の末には基本設計業務が

終わってその結果が議会に報告されるものと判断しておりますが、そのとき

に合わせてですね、別館の改修についてもある程度ですね、概略でもいいで

すから示すことができないのかですね、尋ねておきたいと。なぜかと言いま

すとですね、現在の議員さん、ここは十何名か、１３名出席ですが、その方

の任期が一応あと半年しかございません。できればまた今度は来年４月から

総選挙の後に、いわゆる新たな構成でスタートするわけですが、それまでに

は何かある程度方向性だけはきちんとしておきたいという、お互い皆さん考

えておられると思います。そういう中で、いわゆる基本設計業務ができあが

るのと合わせてですね、別館の改修についても設計がなくても結構ですが、

概略についてもですね、その方向性を出していただけるかお尋ねしたい。  

議 長 新庁舎建設室長。 

新庁舎建設室長  はい。お答えいたします。まず、次年度につきましては説
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明いたしましたように、改修に伴っての設計業務を発注するということで進

めようと考えているところでありますので、設計内容についての、はっきり

した内容は当然、設計ができたあとじゃないとお示しすることができないと

思いますが、言われました３月までの間にはですね、概略だけでもお出しで

きればということで努力していきたいと思っております。 

１ 番 山 口 以上で終わります。 

（１１：５２） 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１１：５２） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議 長 それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、堀池浩議員。 

７ 番 堀 池 はい。議席番号７番、堀池浩です。通告に沿って、２項目に

ついて質問します。 

まず初めに、片島公園の環境整備についてです。片島公園は都市公園とな

り、昨年度は国道沿いに立派な看板が設置され、本年度は駐車場の土地購

入、舗装整備、園内の案内看板設置と年々整備されています。 

本年４月、川棚町戦時遺構ボランティアガイドが開始されて以降、県内外

から１０団体、３７５人を案内。１０月２４日に福岡県志免南小学校の修学

旅行生８７人、１０月２６日は川棚小学校３年生６７人が平和学習で訪れま

した。 

また、１１月２日には三菱マテリアルより７０名の来訪など、各種団体を

はじめ、結婚式の前撮り、コスプレ撮影、ツーリング、七五三撮影などいろ

んな目的の撮影ポイントとしても、毎日のように町内外から来訪されていま

す。 

そういった現状がある中、本町の貴重な戦時遺構であり、観光地としての

一面も併せ持つ片島公園内の建物は老朽化し、壁や窓枠の一部崩落、護岸や

側溝跡など危険個所が多々見受けられます。以前からここは風化するままに

残すということでありますが、最低限の安全対策は必要であります。  

また、年に１～２回の草刈などでは、草刈をした時点で良くても、その時
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期を過ぎると草や雑草が伸び、見た目にも、散策するにも支障をきたしま

す。年間を通じて、来訪されるお客様には環境美化という点でも、不十分な

対応しかできないのではないでしょうか。 

この片島魚雷発射場跡は、本町が掲げる交流人口の拡大にもつながってい

るものと思い、次の点を尋ねます。 

１つ、今後、片島公園の整備計画はどうするのか。 

２つ、旧空気圧縮ポンプ室、通称建屋などの建物の補強・補修はできない

か。 

３つ、片島公園の維持管理費は十分と考えているのか。 

次に、指定避難所である勤労者体育センター及び小・中学校体育館へのエ

アコン設置についてです。 

９月定例会の一般質問では、小・中学校の普通教室へのエアコン設置が、

来年の夏に間に合うよう計画されていますが、災害時における指定避難所で

ある小・中学校の体育館には、エアコン設置は考えていないとの答弁があり

ました。 

私は平成１８年７月の豪雨災害のとき、鹿児島の川内市、現在は薩摩川内

市となっておりますが、におりまして、川内川氾濫のため小学校の体育館に

避難しました。高温と湿度が高い中の避難で、数名の高齢者の方が救急病院

へ搬送されたという体験があります。 

災害はいつ起こるかわからないし、避難者にとって、特に高齢者にとって

は夏や冬の避難生活はあまりに厳しい環境と思われます。 

東日本大震災を教訓として生まれた「緊急防災・減災事業債」は、指定避

難所における避難者の生活環境の改善のための、施設の整備費用など防災対

策に関して幅広い資金使途、つまり使い道が認められています。 

また、地方債充当率は１００％で、地方交付税交付金算入率が７０％なの

で、自治体の負担率が３０％となり有利な事業債であります。 

指定避難所である勤労者体育センターや小・中学校体育館に、この「緊急

防災・減災事業債」を活用し、エアコン設置は考えられないかお伺いしま

す。以上、壇上での質問を終わります。 

議 長 町長。 

町 長 堀田議員の質問にお答えいたします。議員からは。失礼しま
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した。大変失礼いたしました。堀池議員の質問にお答えします。議員からは

２つの項目についてご質問をいただきましたが、まず、１番目の片島公園の

補修及び環境整備についてのご質問につきましては、教育長と私の方に答弁

を求められておりますけれども、壇上では私の方から答弁をさせていただき

ます。再質問でどうしても教育長にということでありましたら、その旨ご指

名をお願いいたします。 

片島公園は平成２７年４月に都市公園に指定し、同年８月に整備計画を策

定いたしております。その中で、整備目的としては、片島を戦争の歴史と共

に次世代に、片島を戦争の歴史と共に次世代に引き継ぐために、戦争遺構の

ある公園として整備を進めるとしております。 

一方で、現状と課題としては、遺構は７０年以上歳月が過ぎ、老朽化が進

んでいる状況であり、遺構の一部には見学者が安易に近づくことは避けるべ

き箇所もあるので、園路整備を行い、その範囲内において遺構を見学してい

ただく必要があるとしており、遺構そのものを修復保存するのではなく、危

険がある場所は安易に近づかないような対策を行うこととしているところで

あります。そこで、議員からは３点の質問をいただきましたので、順次お答

えをいたします。 

まず、１点目の「今後の整備計画は」についてですが、整備計画の内容に

つきましては、平成２７年１０月の議会全員協議会において説明をさせてい

ただいたところであります。片島公園整備計画の内容につきましては、園内

を見学するための順路となる園内通路整備、多目的トイレ設置、海岸線及び

民地境界に安全維持管理用の防護柵設置、公園入口付近への駐車場整備、休

憩用の東屋設置としており、平成２６年度から２９年度までの４ヶ年で整備

する計画といたしております。現在は多目的トイレと休憩用東屋を除いて一

定の整備は終えたところでありますが、新たに西側の駐車場用地の取得と整

備も完了したところであります。残りの整備につきましては、多目的トイレ

や休憩用東屋、西側の駐車場の防犯用照明灯を予定しておりますが、財政状

況が大変厳しいことから、利用者の今後の状況や財源確保の状況を見ながら

検討していきたいと、このように考えております。 

次に２点目の「空気圧縮ポンプ室等、建物の補強と補修はできないか」に

ついてでありますが、先ほど整備計画策定においての中でも申し上げていた
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とおり、遺構そのものを修復保存するのではなく、危険性がある場合は安易

に近づかないよう、対策を行うこととしておりますので、その考えは今も変

わっておりません。したがって、建物等を補強・補修することは考えており

ません。公園内にある空気圧縮ポンプ室等においては、窓枠や出入口、中央

部コンクリート、建物内内側にモルタルなどが崩落する危険性がありますの

で、危険物の除去については対応していきたいと考えております。  

なお、空気圧縮ポンプ室は現状では大きな傾きやクラックなどは確認され

ておりませんので、倒壊の危険性は低いものと、このように判断をいたして

おります。 

また、職員による定期点検を、実施をしていきたいと考えております。発

射場跡の施設については、都市公園外となりますので、都市公園としての対

策は特に考えておりません。また、戦争遺構として施設を補強・補修するこ

とも考えておりません。 

次に３点目の「公園の維持管理費は十分と考えているか」についてです

が、公園内の草刈等につきましては、必要に応じて実施をしてきているとこ

ろであります。また、地元三越郷や個人ボランティアの方々により年数回の

草刈や伐採など実施していただいておりますことに心から感謝を申し上げま

す。現在、維持管理費として草刈等の委託料は計上しておりますが、今後も

必要な予算確保に努め、適切な管理運営に、適切な維持管理に努めたいと考

えているところでございます。 

２つ目の「指定避難所である勤労者体育センター及び小・中学校体育館の

エアコン設置」についてお答えをいたします。指定避難所である勤労者体育

センター及び小・中学校体育館に「緊急防災・減災事業債」を活用し、エア

コン設置は考えられないかとのご提言でありますが、まず、「緊急防災・減

災事業債」の対象事業となる施設の整備として、指定避難所における避難者

の生活環境改善のための施設の整備が対象になるものであり、その中に空調

という文言がカッコ書きで示されておりますので、本町の勤労者体育セン

ター及び小・中学校体育館はいずれも川棚町地域防災計画書において、指定

避難所として指定していることから、これらの施設について「緊急防災・減

災事業債」を活用し、エアコンを設置することは可能ではないかと考えられ

ます。その場合、起債充当率が事業費の１００％、交付税措置は事業対象費
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用として借入れた額に係る元利償還金の７０％が基準財政需用額に算入され

るものであります。 

しかしながら、エアコン設置には多大な費用を要すると見込まれ、公共工

事の工事実績等から入手した情報では５、６，０００万円以上の工事費を要

するようであり、本町の勤労者体育センターや小・中学校体育館はそれぞれ

建築後４０年以上が経過しており、そういった空調工事に対応できるのか不

明であります。 

また、起債借入額に対していわゆる交付税措置があるとは言え、「緊急防

災・減災事業債」が活用できる期間は平成３２年度までとされており、これ

から小・中学校への空調整備に係る起債借入や、新庁舎建設に伴う起債借入

により、本町の起債借入額が急激に大きくなることを考慮すると、それらに

増して起債借入額を増加させることは財政運営上、大変厳しいとこのように

判断をいたしております。 

このようなことから、指定避難所である勤労者体育センター及び小・中学

校体育館に「緊急防災・減災事業債」を活用してエアコンを設置すること

は、災害の備えとしての選択肢としてはあるものの、見送らざるを得ないと

判断するものであります。以上、答弁とさせていただきます。  

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 まず、１点目の片島公園の整備計画についてなんですけど

も、その整備計画からすると、あと多目的トイレ、東屋、西側照明灯という

ことがあるんですけども、１点、この整備計画の中に水道設備、あそこは手

を洗ったりそういうところがありません。だからその水道関係、もう１つ、

電気照明がちょっと不足しているかな。この西側照明灯をつけるときにです

ね、そういう電気の配線とか、使える電気のコンセント、そういうのを引っ

張ってくるというお考えはありませんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えいたします。片島公園では今言いましたよう

に、一定の整備は必要だろうと思います。特にトイレがありませんので、こ

れら外灯も含めて担当課には指示をしておりますので、担当課長から答弁さ

せます。 

議 長 建設課長。 
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建 設 課 長 はい。では、私の方から答弁させていただきます。片島公園

はご存じのとおり、都市公園として位置付けておりますので、建設課所管と

いうことで回答させていただきます。 

都市公園の整備に関しては、一公園で２億５，０００万以上の整備額で

ないと補助対象に該当いたしません。片島公園につきましては、全体の事業

費が約５，０００万程度として整備計画が立てられておりますので、その金

額からしても補助基準に該当しなかったということでございます。トイレに

つきましても、だいたい２，０００万程度を予定しておりますけども、当然

補助対象基準の額に達していないということでございますので、都市公園と

しての整備に関しては財源が現在見つかっていないというところでございま

す。 

ただ、町長から指示を受けておりますので、そのほかで財源がないか、

現在も調査をいたしているところでございますが、今のところまだ確保の目

処が立っていないというところでございます。よろしくお願いいたします。  

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 ２点目の建物の補強・補修は危険物の除去だけで、もし危険

があればそこに、危険な所に入らないようにするという形だけで、今までと

同じようにあるがままという形になるかと思うんですけど、やはりこれは一

応町所有のものであります。やっぱり町所有となれば、町が責任を持って安

全対策は必要かなと。特に建屋の方、クラックが入っていないと言われたん

ですけども、ちょうど入口の左、左の入口側なんか、横にクラックが入って

いますし、そこの、この建物を少しでも長く維持させるためにも補強・補修

が必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。施設についてはですね、非常に難しい判断をしていま

す。都市公園として整備をする前に、あそこは財務省の土地でありましたの

で、３分の１購入して、３分の１は貸付を受けております。これはあくまで

も土地の貸付・購入でありまして、建物についてはいわゆる旧軍の財務省の

土地だと私共は認識をしております。したがって、町としては現状を見てい

ただくということ以外にはできないんじゃないかと思います。また、財務省

としてもこういった遺構については全国各地にあるわけでありまして、その
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整備計画は持たれていないようでございますので、今の方法でしか対応がで

きないんじゃないかと、こう判断をいたしております。以上でございます。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 建物は町所有ではありませんと、財務省の所有なんでという

ことなんですけども、特に川棚町戦時遺構としては、大きなのが新谷の震洋

訓練跡なんですけど、あそこはほとんど跡が見えない、海岸にちょっと残っ

ているぐらいという形で、本当に貴重な建物じゃないかなと。もしそれが町

所有じゃないからということであれば、財務省の方にそういう要望とか出し

ていただく考えはないんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。これは都市公園に整備をするために町

が貸付を受けた時点では、たぶんそういった話もされているとは思うんです

けど、先ほど言いましたように、財務省としてはそういった計画はないよう

でありますので、例えば今議員の質問に対して、財務省に要望したとして

も、それはおそらくできないという回答があることは十分予測されますの

で、期待してもらったら困るわけですが、一応は問い合わせをしてみたいと

思います。以上でございます。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 特に戦時遺構というのは１０年ぐらい、特にそれがピック

アップされてきました。それまでは本当にそのままの形で、荒れ放題という

形だったんですけども、そういう中でこの建物の保存というのが私は必要だ

と思っているんですけども、ぜひ財務省の方に問い合わせしていただき、で

きれば要望とか交流人口の１つの場としても、町として必要な場所だと思っ

ていますので、よろしくお願いします。 

続きまして、片島公園の維持管理費、今後必要予算は確保していくとい

うことであるんですけども、年に２０万ほどですか、維持管理費があります

けど、これは半年近くでもうなくなっております。もちろん草刈等、あるい

は伐採等ボランティアも皆集まってやっているんですけども、とても、半年

で使い切るような予算になっていますので、上乗せというのはお考えの方は

ないでしょうか。 

議 長 町長。 
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町 長 はい。先ほども申し上げましたように、地元の皆さんとか、

あるいはボランティアの方々が協力していただいて現状、十分ではありませ

んけど、一定の管理ができているものとこのように思います。したがって、

今後必要な予算が生じるようであれば確保していきたいと、こう思っており

ます。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 必要な予算の方を今後確保ということだったんですけども、

年２０万ではかなり低いと思いますので上乗せ、その辺のご検討をお願いし

たいと思います。 

続きまして、指定避難所へのエアコンの設置についてということで、結

論的には起債借入が急激に多くなると。財政運営もかなり厳しいということ

だったんですけども、措置できる期間が、事業年度が３２年度まで、また、

申請が１月ということになっていますけども、地方自治体の負担がどっちと

も、行うにしても３割で済むと。今回の普通教室のエアコンが、地方自治体

の負担が２６．何％ですか、少ない形で充当できる形なんで、あとはここを

お願いしたいなと思うんですけども、ただ、先ほど起債が急激に増えると。

またおそらく、私も金融機関におりましたので借入は少なくということだと

は思うんですけども、現役世代が多いときに借りて、後世に残さないように

少しでも負担を減らす、現役世代が多いときに負担をして、後世に残さない

ように少しでも減らしていく。ましてや充当率、自治体負担率が３割という

ことで、かなりこれは自治体にとっては有利かと思うんですけども、その辺

の検討っていうのはできないんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。財源の確保と、それからそういった起債を借り入れた

場合の借入残高の増加につながって、今後財政運営が非常に厳しくなるとい

うことは当然ご理解いただけるものと思いますけれども、それプラス、やは

り今の体育館、かなり建築後年数が経過しておりまして、たぶん４０年以上

が経過をいたしております。そういった体育館にですね、こういった大型の

エアコンの設置が果たしてできるのかどうか。そして、設置できたとして

も、効果的な空調が実施できるのかどうか。そういったことを考えますと、

起債の借入の期限も平成３２年ということで決められておりますので、いわ
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ゆるその事業に取り組むこと自体が厳しいんじゃないかと、そう考えており

ます。以上でございます。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 この指定避難所４箇所、各々あると思うんですけど、この経

過年数４０年以上で、大型エアコンが設置できるかどうか、その辺が厳しい

ということなんですけど、ここはまずそういう事業者に見てもらうっていう

ことはできないんでしょうか。それが、大型エアコンが設置できるかどう

か、効率的な空調ができるかどうか、その辺を業者の方に見ていただくとい

うことはできないんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。専門業者に当然見ていただくことはで

きるわけですが、客観的に判断して無理だというふうに思っておりますの

で、今のところそこまで考えておりません。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 確認します。客観的に見てっていうのはどういうところ、す

みません、私がよく知らないので。 

議 長 町長。 

町 長 私が個人的に判断した段階であります。 

議 長 町長。 

町 長 失礼しました。不適切な言葉で、「個人的」じゃなくして、

部内で建築担当等と協議をした結果、おそらく無理だろうというふうに判断

したからであります。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 そうすると、建築担当、専門部署だと思うんですけど、協議

した結果となると、今後それに代わる大型の設備とか、そういうのは一切で

きないという形で考えてよろしいんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。今の話はエアコンの設置についてということなのか、

あるいは避難所の設置についてということなのか、ちょっともう一度再質問

をお願いします。 

議 長 堀池議員。 
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７ 番 堀 池 先ほど担当部署と協議した結果、そういう客観的に見て厳し

いということですから、大型エアコン設置できるかどうかというのもおそら

く協議されたと思うんですけども、それだけの大型な機械、あるいはそうい

う改築、そういうのはかなり厳しいとみておられるんでしょうか。  

議 長 町長。 

町 長 はい。おっしゃるとおりでございます。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 そうすると、どちらにしても防災・減災ですから、大型災害

があった場合、指定避難所に避難されたそういう方々に対して、季節的なも

のもあると思います。真夏、真冬、そういうときはどういう対応を考えてお

られるのでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。当然、万が一そういった災害が発生し

たときには避難所に避難をしていただきます。そうしますとエアコンが当然

ありませんので、冬はやっぱり暖房のための対策を講じる、あるいは夏は何

か冷房のための対策を講じる。緊急避難的に対策を講じることは必要だろう

と、このように思います。 

議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 そうすると、冬は暖房対策、夏は冷房対策ということですけ

ど、おそらく前回の分で、災害避難所の点検はされているかと思うんですけ

ども、一度に２箇所、３箇所避難された場合、そういう暖房対策、冷房対

策っていうのは、緊急でどこかに大型の扇風機なり、そういうのを確保して

おかないといけないと思うんですけども、まだその辺は検討中ということで

よろしいんでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。今回の質問に対しましては、要は体育

館や勤労者体育センターや小・中学校の体育館にエアコンの設置ができるか

どうかということで質問いただきまして、それに関連して議論をして、今答

弁をしております。そういった具体的な避難所生活に対してどう対応するか

ということについては、具体的に議論はしておりませんので、今議員が質問

にあったことに対しての答弁は差し控えます。 
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議 長 堀池議員。 

７ 番 堀 池 わかりました。特に緊急防災、あるいは減災、いつ何が起こ

るかわからないから、特に川棚町は急傾斜地、あるいは地滑り地帯というの

が指定されていますので、その避難対策に対しては早めに対応をお願いした

いと思います。以上で質問を終わります。 

（１３：３４） 

議 長 次に、小田成実議員。 

１ １ 番 小 田 議席番号１１番、小田です。国道２０５号の道路改良、渋滞

緩和対策及び事故防止対策について町長へ尋ねます。 

国道２０５号白石地区の道路改良については、平成２３年の６月議会及び

平成２６年の６月議会で一般質問をいたしました。町としては関係機関にお

願いする立場であるとのことで要望をしていただき、交通安全対策について

は追突防止喚起看板や、三連ドットレーンの設置などを行ってもらっていま

すが、今、深刻な渋滞が地域住民の生活に悪影響を及ぼしています。時には

大崎公園入口の信号から川棚高校前付近までの渋滞が発生し、緊急車両の通

行にも支障をきたしている状況です。朝夕の通勤時間帯の渋滞は常態化して

います。また、ガードレールへの衝突事故も多発しており、いつ人身事故に

結びつくかわかりません。国道は通学路でもあり、心配をされています。 

町の動脈である国道２０５号の安全でスムーズな交通の流れを維持するた

めに、改良や交通安全対策について以下の点を尋ねます。 

①ハウステンボスへのＩＲ誘致が進められているが、実現すると交通量の

増加や渋滞が懸念されます。東彼杵道路等も含めての道路網の整備をどう考

えているか。 

②渋滞の原因の一因として、大崎公園及び三越入口の信号機の連動による

ものと考えられるがどう捉えているか。また、スムーズな国道への合流がで

きるよう、両交差点付近の道路を改良できないか。 

③馬場入口の押しボタン式信号機を車両感知式信号機へ変更できるよう、

町道の改良ができないか。あわせて右折レーン及び歩道の設置、Ｓカーブの

解消を国道管理者に対して今以上に強く要望できないか。 

④ガードレールへの衝突事故が多発しています。この原因は運転者のモラ

ルの問題が問われますが、大きな人身事故が起きる前に、国道管理者に更な
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る安全対策を要望できないか。以上、町長の考えを尋ねます。 

議 長 町長。 

町 長 小田議員の質問にお答えします。国道２０５号の白石地区Ｓ

カーブの道路改良につきましては、地元からの強い要望を受け、町といたし

ましても危険な箇所として認識をしており、これまで機会あるごとに道路管

理者である国土交通省長崎河川国道事務所に要望をしてきたところであり、

さらに東彼杵道路建設促進期成会としても九州地方整備局を含め、要望をし

てきたところであります。 

また、安全対策につきましても同様に、道路管理者に対しまして要望し

てきており、これまでカーブ標識や走行速度注意、追突注意などの表示板、

路面標示、ガードレール、ガードパイプへの表示板などが設置されており、

直近では平成２８年１０月に３連ドットラインを設置されるなど、一定の安

全対策は実施をしていただいているところであります。 

また、地元西白石地区におかれましては、三越入口交差点下のアパート

付近と春田理髪店先の木原宅外壁に「減速！この先急カーブ」のくじゃくマ

ンの大きな看板を設置をしていただいており、注意喚起の取り組みをしてい

ただいておりますことに、心より感謝を申し上げます。そこで議員からは４

点のご質問をいただきましたので、順次お答えをしてまいります。  

１点目の「ハウステンボスへのＩＲ誘致が進められているが、実現する

と交通量の増加や渋滞が懸念される。東彼杵道路等も含めての道路網の整備

をどう考えているか」についてでありますが、国道２０５号の現道は主要な

交差点の改良が終わり、一定の成果が上がっているものと思われます。しか

し、片側一車線の道路でありますので、現在以上の交通量増加に対応するた

めには限界があると、このように考えております。このようなことから、す

でに国道２０５号の全線バイパス的道路として、東彼杵道路が平成６年１２

月に地域高規格道路の候補路線に指定されており、佐世保市、平戸市、松浦

市、東彼杵町、波佐見町、佐々町、川棚町の３市４町で組織します東彼杵道

路建設促進期成会で国土交通省並びに長崎県など、関係機関に対して要望活

動を実施をしてきており、事業実施、特に計画段階評価への早期着手につい

て要望をしてきているところであります。 

また、佐世保市、東彼杵町、川棚町の１市２町の首長による要望活動も
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積極的に行っているところであり、議員がおっしゃるハウステンボスへのＩ

Ｒ誘致や国際クルーズ船の寄港数増加などによる県北地域の観光客増などを

考えますと、１日も早い東彼杵道路の事業実施と完成が望まれるところであ

り、引き続き関係機関と連携して強力に取り組んでまいる考えであります。 

２点目の「渋滞の一因として、大崎公園及び三越入口の信号機の連動に

よるものと考えられるがどうか」についてでありますが。失礼しました。２

点目の「渋滞の一因として、大崎公園及び三越入口の信号機の連動によるも

のと考えられるがどう捉えているか。また、スムーズな国道への合流ができ

るよう、両交差点付近の道路を改良できないか」についてでありますが、前

段につきましては信号機による渋滞は考えられると思いますが、交通量の多

さに加えて上り坂という地理的条件もあるのではないかと推測いたします

が、はっきりとした要因については私共としては調査をいたしておりませ

ん。 

後段につきましては、国道交差点はすでに改良済みと認識をしており、

県道及び町道についても国道交差点改良時に十分検討がなされ、現在の交差

点の形となっているものと理解をいたしております。また、町道に関しまし

ては八木原建設前の細い町道、いわゆる町道明野平線と町道片島線の一本化

ができないか、再度現地調査をし、検討をいたしましたが、２つの町道の高

低差や、周辺に墓地などもあり、現状では安全に接道できる長さと幅員が確

保できないことから、一本化は非常に困難と思われますので、今以上の改良

は難しいと、このように考えております。 

３点目の「馬場入口の押しボタン式信号機を車両感知式信号機へ変更で

きるよう、町道の改良ができないか。あわせて右折レーン及び歩道の設置、

Ｓカーブの解消を国道管理者に強く要望できないか」についてであります

が、前段につきましては町道馬場線の道路敷地内、現道の道路敷地内での拡

幅改良については、二車線とそれから片道２ｍ程度の歩道の整備は計画でき

るようでありますが、厳しい財政状況でありますので、社会資本整備総合交

付金事業で実施できないか担当課に指示をしておりまして、調査検討してま

いりたいとこのように考えております。もし万一財源確保ができ、町道改良

が計画できた場合には、車両感知式信号機への導入について、関係機関へ要

望ができるものと、このように考えております。 
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後段につきましては、一番目の質問でもお答えいたしましたが、現在、

東彼杵道路の事業実施に向けた計画段階評価への早期着手の要望を、関係機

関並びに１市２町でも積極的に取り組んできており、行政報告でも申し上げ

ましたように、一定重要な局面を迎えている時期でもありますので、東彼杵

道路の事業実現を重視した取り組みを進めたいと考えておりますので、ご理

解を賜わりたいと存じます。 

４点目の「ガードレールへの衝突事故が多発している。国道管理者に更

なる安全対策を要望できないか」についてでありますが、これも冒頭に述べ

ましたように、一定の安全対策は実施されており、国道管理者としても現在

実施している安全対策の効果を検証しながら対応は考えていきたいとのこと

でありますので、今後も必要に応じ要望等には取り組んでまいりたいと、こ

のように考えております。以上、答弁とさせていただきます。  

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 はい。それでは①から再質問をさせていただきます。東彼杵

道路に関してはですね、１２月４日付の長崎新聞にも載っておりますよう

に、要望活動などを進めておられるというふうなことで大変期待をしており

ますが、また、冒頭町長が言われましたように、全員協議会でのさらなる説

明をすると言われましたので、それを待ちたいと思いますが、ここではです

ね、川棚町、町長としてですよ、東彼杵道路を通すコースをですね、どのよ

うに考えておられるのかっていうのを尋ねたいと思います。山側を通すの

か、町中央を通すのか、海側を通すのか、川棚町としてはどのルートが一番

いいのかっていうのを、お考えであればお聞かせ願いたいと思います。  

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。東彼杵道路につきましては、あくまで

も候補路線ということになっておりまして、これは計画段階評価にあげてい

ただき、そして事業実施を図ってもらいたいという立場でこれまで要望活動

をしてきております。そういった中で佐世保市長、それから東彼杵町長、そ

れで私と協議をいたしまして、どういったルートが考えられるんだろうかと

いうことで、研究会をずっと開催をしてきておりますが、その中では３ルー

ト案ぐらいを提示をして、こういったルートも考えられるとか、あるいはこ

のルートはいいんじゃないかとか、そういうことで一応三人三様のルート案
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を提示をして、そして研究をしてきているところであります。  

これにつきましては、やはりこういった場で私の考えを申し上げます

と、すぐそれが一人歩きをしていろいろ住民の方にも、結果的に迷惑をかけ

る状況にもなりますので、本会議での答弁は差し控えたいと、このように思

います。全員協議会を開催していただきまして、その折にはできるだけ具体

的に説明をさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 はい。東彼杵道路に関しましては３ルート案ほどあると言わ

れましたけど、川棚町として一番メリットのあるルートをですね、ぜひとも

推し進めていただければと思います。 

次の②についてですけども、渋滞の原因、私がどうもですね、日常的に

見ていてですね、どうも２つの信号が噛み合わさってですね、どこがどうと

いうのははっきり言えませんけども、どうも２つの信号でですね、渋滞が一

番起きているような感じなんです。その渋滞を抜けるとですね、意外と車が

多くても、佐世保方面にはスムーズに流れているようです。そこでですね、

町長からも２つの信号の連動が考えられるというふうな発言がありましたけ

ども、ぜひともそれを専門の関係機関にですよ、調査をお願いをして、改善

できるものであればですね改善していただけるように、調査を早急に要望し

ていただくことはできないでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 お答えします。先ほども言いましたように、大崎公園入り口

の国道の交差点改良の折に、その件についても十分検討をされておりまし

て、現状で難しいという結論が出ているようです。しかし、私も毎日通りま

すので、状況はよく知っているんですけれども、明野平線から国道に出る時

間、それから片島線から国道に出る時間、これを一本化にしますと大分短縮

できますので、国道本線の渋滞はそのことによって少し解消されるのではな

いかと、このように考えられます。しかしその明野平線と片島線をどこで一

本化するか、先ほども言いましたように、何回も現地に行って調査をしてい

るんですけど、非常に難しい状況であります。以上でございます。  

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 はい。あそこら辺の交差点はですね、私も時々立ってみたり
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しているんですけども、なかなかこうすればいいっていうふうな、私自身も

ないんですけども、何とかあの辺をですね改良ができて、スムーズに国道へ

の合流などができないかっていうのをですね、今後も引き続き研究を重ねて

いただきたいと思います。 

それから、八木原建設さん前のですよ、三越に行く道とハラサンギョウ

方面へ行く道っていうのがありますよね。あそこをですよ、一体化するって

いうか、一本化して三越方面から八木原建設の前に出てくる道をですよ、あ

そこをどうにかしてハラサンギョウ線の方に下るようにして、あそこを一本

化っていうか、１つの信号から出るというふうな方法は考えられませんで

しょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。先ほども言いましたように、それはこれまでも十分調

査研究をしてまいりました。要は片島、明野平線から国道に出る前に片島線

に接続をして、そうやって片島線から国道に出ればそれだけ信号が１つ減り

ますので、時間短縮になると思いますけれども、まず墓地があること、墓地

については移転ということは考えられますけど、もちろん所有者の同意があ

ればの話ですけど、移転は考えられますが、要は縦断勾配が非常に厳しいと

いうことで、道路構造上非常に接続が難しい、そういった急な道路になると

いうことで、そういった計画ができない状況にあります。そういったところ

をご理解いただきたいと思います。 

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 はい。あの辺の状況もですね、私も今町長が答弁されるよう

に、何とかならんもんかなと思いながらもですね、いつも考えておりますの

で、今後ともひとついろいろ検討、研究をしていただければと思います。 

次の③ですけども、馬場入口の信号機なんですけども、計画できるとい

うふうなことでちょっと捉えたんですけども、ひとつぜひともですね、あそ

こを関係機関に聞いてもですね、車が待機できるような一定の距離がないと

いうふうなことなどを指摘をされまして、それが解消できれば押しボタン信

号機から車感知式への信号への切り替えも可能ではあると。ただしお金はか

かるがというふうなことも返事をいただいているんですけども、ぜひともで

すね、あそこを車感知式信号機へ変更できるようですね、希望を持っていて
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よろしゅうございますでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。まず、あそこのＳカーブに横断歩道が

設置をされておりますが、これは以前地元の強い熱意、要望によって実現し

た横断歩道であります。そこには押しボタン式信号機が設置をされておりま

すけれども、特に車が馬場ノ谷の方から下って来て国道に出る場合、特に雨

の日なんか運転手さんがわざわざ降りて押しボタン式のボタンを押して、そ

して信号が変わってから国道に出るということで、日々苦慮されていること

をよく目にします。 

そういったことで、これは何とか反応式の信号機に変えられないかとい

うことで、これまで調査研究をしてきましたけれども、やはり反応式にいた

しますと、二車線の幅員の確保が絶対必要だということで、そのためには町

道馬場線の拡幅改良が必要となってきます。そこでぜひこれについては何と

か実現したいなというふうに思っておりますので、今、担当課にそれが実現

可能かどうか、調査研究をするように指示をいたしております。そういった

中で、もしそれが技術的にできるようであれば、当然一般財源、いわゆる町

の財政状況は厳しいですので、補助事業に乗せて、そして対応していかなけ

ればと思っておりますので、すぐに取りかかるということはできませんけれ

ども、そういった方向であるということだけはご理解をいただきたいと思い

ます。以上でございます。 

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 はい。希望を持って今からいきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

そこでですね、今、信号機をつけたのは地元がですね、いろいろな運動

をして署名活動などをしてからつけたんですけども、そのときに押しボタン

式信号でいいからというふうに言ってしまったんですよね。それであとか

ら、つけるときには地元から押しボタン式信号でよかって言うたたいと、今

また車感知式にって、最初からそがん言うとってくれればっていう話もです

ね、警察、公安委員会から聞いておりますので、ひとつぜひともですね、時

代がちょっと変わって車が出入りするのに大変であると。地元もそれを要望

をしているというふうなことを関係機関にも伝えていただいて、一日でも早
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くですね、あそこが安心して、車感知式信号機のおかげでスムーズに国道に

出れるようによろしくお願いをしておきます。 

なお、現在も渋滞のときなどは押しボタン式信号機を、車から降りて押

して出入りをしている車もあるんですけども、渋滞がひどいときにはです

ね、押しボタン式信号機を押してもですね、車間をあけてくれない。全部、

歩道上の上からも全部つながってですね、２度、あるいは３度車から降りて

ですね、押しボタンを押さないと国道に出れないというふうな地元住民から

の苦情といいますか、何とかしてくれというふうなこともありますので、ひ

とつここで申し添えをしておきます。 

次の４番なんですけども、とにかくガードレールへの衝突事故が多いん

ですよね。特に馬場入口の朝長さんのお宅の前あたりをですね、衝突をして

いた、それが修理ができた。そうしたらしばらくするとまた同じところへ

突っ込むというふうなことでですね、これは要するに運転者のモラルの問題

というのもですね、警察の方からも言われましたけども、それだけじゃない

と思います。要望によってですね、３連ドットレーンとか、それから啓蒙の

看板というのをですね、つけていただいておりますけども、３連ドットレー

ンのですね、さらなる延長、もうちょっと長い距離を引いてもらうのとです

ね、それからあと一つ、ガードレールもですね、パイプ式の細いやつという

か、がついていまして、一部頑強なガードレールもついておりますけども、

ガードレールをですよ、さらに頑強なものに、強いものにですよ、交換をし

てくれると、してくれないかとか、もう一つはですね、国道、運転者から

もっとわかるようにですよ、この先急カーブ危険とかですね、そういうふう

な啓蒙するような看板をつけていただくようにですよ、さらに強く要望をし

ていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。もう一度現場を確認をいたしまして、そして必要であ

れば今後、また道路管理者に要望してまいりたいと存じます。以上でござい

ます。 

議 長 小田議員。 

１ １ 番 小 田 最近ですね、大きな人身事故は発生をしておりませんけど

も、国道、通学路にもなっております。大きな人身事故が起きてからはです
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ね、遅いと思いますので、早め早めの対策をですね、関係機関に要望をして

いただきたいということを念願いたしまして、私の質問を終わります。  

（１４：０２） 

議 長 ここでしばらく休憩いたします。 

（１４：０３） 

（…休  憩…） 

（１４：１５） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、堀田一德議員。 

６ 番 堀 田 議席番号６番、堀田一德です。今回、２項目質問いたしま

す。 

最初に、片島公園の活用について。大正７年に開設された「片島魚雷発射

試験場跡」は、遺構を残したまま都市公園として整備され、駐車場や遊歩道

など整備も進んでいる中、本町が養成したボランティアガイドの活動もあ

り、見学者が増加しています。交流人口が拡大することへの期待が高まる片

島公園の活用について、以下の点を尋ねます。 

①片島公園には滋賀県の会社や福岡県の大学生、町内の小学生など１０団

体、計３７５人が訪れております。また、１０月には福岡県の児童８６人が

修学旅行で訪れております。遺構を教材として、平和学習に活用していくと

示されたが、どのように活用していくのか。 

②戦争遺構を観光資源と捉え、町内の戦争遺構と大崎半島を連携したコー

スを、旅行会社等に働きかけたいと示されたが、その後の進展は。 

③「片島魚雷発射試験場跡」も今年１００年目にあたり、先に行われまし

た「片島竹灯籠まつり」には２，８００人以上の来場があり、賑わいを増し

た。町も「片島竹灯籠まつり」と連携した取り組みを進める考えを示された

が、具体的なプランはあるのか。 

２項目目、すこやか長寿券の見直しについて。高齢者の健康の保持・増進

及び外出機会の提供を目的として、６５歳以上の方に、あんま・はり・灸施

術またはしおさいの湯が利用できるすこやか長寿券が２枚交付されていま

す。 

平成２９年度は４，４６３人の該当者に８，９２６枚が交付され、その内
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２，２２１枚が利用されております。利用されていない方も多く、見直す考

えはありませんか。以上、質問をいたします。 

議 長 町長。 

町 長 堀田議員の質問にお答えいたします。まず、第１点目の片島

公園の活用についてでありますが、これは教育長と私に答弁を求めておりま

すけど、２番と３番について私の方から答弁をさせていただきます。  

②の町内の戦争遺構と大崎半島を連携したコースを、旅行会社等へ働きか

けることについての進展でありますが、コースを商品化してもらうために

は、旅行会社に現地に来ていただく必要があります。そのことから、川棚町

観光協会に委託してモニターツアーを実施するように、１２月補正で予算を

確保したいと考えております。旅行会社として近畿ツーリストや読売旅行な

ど３社以上を招聘し、片島公園とその周辺を紹介してモデルコースを徹底

し、商品化を検討していただくもので、期間は平成３１年２月から３月で随

時行うことといたしております。 

次に③の１００年目にあたり、「片島竹灯籠まつり」と連携した取り組み

についての具体的なプランについてでありますが、こちらにつきましても記

念イベントを開催するように１２月補正で予算計上しているところでありま

す。イベントの名称を、１００年目を、１００年を節目として、片島がこれ

からも飛躍するようにとの願いから、飛躍する祭り、「飛躍祭」としてお

り、１００年目の１００歳とかけ「飛躍祭」としております。期日は３１年

の３月２１日、春分の日に予定をしているところであります。内容につきま

してはボランティアガイド７名による遺構のガイドラリーを中心に考えてお

り、参加者を３００人程度を想定しているところであります。ガイドのほか

には写真展や特産品振る舞い、軽食の販売等を予定しているところでありま

す。 

次に、すこやか長寿券の見直しについてのご質問にお答えいたします。す

こやか長寿券につきましては、議員の質問にもありましたように、高齢者の

健康の保持・増進及び外出機会の提供を目的として、毎年６月１日現在で６

５歳以上の方に対し、１人に２枚を交付をしており、今年度も６月に４，４

７７人の方に交付をしたところであります。 

このすこやか長寿券交付事業の開始は昭和にさかのぼり、本町であんま・
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はり・灸の施術所を営む施術師の皆さんから、高齢者の健康の保持・増進の

ため町であんま・はり・灸の施術を受ける機会を増やしてはどうかとの申し

出を受けて、６５歳以上の高齢者に対して年間２枚のあんま・はり・灸施術

券を交付したのが始まりではなかったかと記憶をいたしております。  

その後、あんま・はり・灸施術券の利用率が年々低下したため、平成２０

年度からは閉じこもりがちな高齢者の外出機会の提供のために、しおさいの

湯の利用を項目に加え、名称をすこやか長寿券として今日まで引き続き実施

をしているところであります。平成２０年度以降のすこやか長寿券の利用率

は、２４％から２７％で推移しているところであり、今年度におきまして

も、１０月末時点の利用率は前年同月で比較いたしましたところ、１２．

６％で同じ利用率となっております。 

議員からは利用されていない方も多くいるので、見直す考えはないかとの

ご質問をいただきましたが、利用率の推移から毎年度もれなく利用していた

だいている方もあるように判断をいたしております。そのため、事業そのも

のを廃止することや、対象者１人当たりの予算額を引き上げるなどの実施の

見直しは考えておりませんが、利用していない方が利用しようと思っていた

だけるような利用項目を追加して利用の増加につなげたいと、このように考

えているところであります。しかし、事業目的に合致する利用項目を目指す

ことに苦慮しておりますので、何かヒントとなるようなご提言をいただけれ

ば大変ありがたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。  

議 長 教育長。 

教 育 長 堀田議員の一番目のご質問にお答えします。町内に点在して

いる戦争遺構を平和学習に活用していく考えについては、今年３月の３月議

会に村井議員からの一般質問の中でお答えしています。その答弁において

は、平和学習は各学校においてカリキュラムに則って進めているが、ボラン

ティアの方々とタイアップして何かできないか、また、秋の遠足等で活用で

きないか、町内の校長会を通して働きかけ、活用促進を図っていきたいとい

う趣旨の発言をしたところです。 

現在ある戦争遺構につきましては、直接子ども達がこれらの場所に行

き、これらの施設がどのように戦争に関わってきたのか、それを通して戦争

の悲惨さ、不毛さを児童生徒に伝え、また、児童生徒自身が調査するなど、
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平和の大切さを学習する資料として活用していくことは、とても意義がある

ことと考えます。また、これらの施設が川棚町の発展過程の中の関わりにど

う影響してきたのか、ふるさと教育の一環としても活用できるものと考えま

す。 

これらの施設の今年度の活用状況ですが、今年、小串小学校では４年生が

特攻殉国の碑と資料館及び特攻艇震洋の見学をしています。川棚小学校では

３年生が秋の遠足を利用して、片島魚雷発射試験場跡に行き、石木小学校で

は２年生が疎開トンネル工場跡を見学し、それぞれの施設の成り立ちなどを

学習し、戦争の悲惨さについて学んでいます。また、先に開催されました竹

灯籠まつりにおいては、小串小学校の６年生がハンドメイドキャンドルを制

作し、点灯しました。また、川棚町特別支援学校においても、たくさんの竹

灯籠に色塗りをするなどのご協力をいただいたところです。  

川棚町は幸いにも平和学習を行うためのこういった遺構、資料が残され、

戦争遺構のボランティアガイドが活躍されていますので、これらを有効に活

用して他所にない平和学習が行えるのではないかと考えております。これか

らも戦争遺構について学び、平和学習に活かしていきたいと考えています。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。ただいま答弁がございましたけど、①の方からです

ね、教育長の方から答弁がございました。町内の小学校でかなり、町内の戦

争遺構については十分研究というか、活用されているという報告でございま

した。ただ、片島に限って言えば、川棚小学校が遠足で訪れたということで

すけど、その折には、例えばボランティアの人とか、そういったことの説明

はあったんでしょうか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。ボランティアの活用については利用しておりません。  

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 やはりですね、ただ単に見るじゃなくて、やはりそこでどう

いったものが行われて、こういうふうな平和に取り組んでいるよというのを

やはりボランティアの人から説明を受けた方がいいんじゃないかと思います

ね。そうすることによって、やっぱり子ども達も大きくなってから、またそ

れぞれ遠くに離れていってもそういったことが思い起こされると思うんです
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ので、やはりボランティアの人達にも大変でしょうけどそういったお願いを

していくことはできませんか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 ボランティアの活用につきましては、照会はしているところ

ですので、今後活用についてはお願いできるものと思いますけど、平和学習

というのはただ単にそこに行って勉強するっていうだけではなくて、やっぱ

り各学年の発達段階に応じての平和学習っていうのがあります。  

例えば４年生は長崎の方に行って原爆資料館等を見て、そして原爆の悲

惨さを学んで、慰霊祭の際にそういったことを玄関の方に掲載しておりま

す。３年生に至っては、秋の遠足っていう、それを利用して行っております

けど、事前にその場所について調べ学習をしたり、地域、川棚町についての

地形とか、そういったことを学んでからの社会科の一環として行くっていう

ことになりますので、一概にボランティアで片島の由来とか、そういったこ

とを学ぶためだけの平和学習っていうのはないと思います。  

また、平和学習っていうのが子ども達にとって、やっぱり戦争の悲惨さ

を伝えるもの以外にも、やっぱり学校生活に活かされるものだと考えており

ます。例えば戦争によって、国と国の戦争、それをまた自分達の生活に置き

換えて、けんかとかいじめとか、そういったことで応用っていうか活かして

ですね、いじめのない、明るく楽しい学校生活っていうことにも活かされる

と思いますので、そういったことも踏まえてカリキュラムに則りながら発達

段階に応じて、今後とも平和学習の促進については私達の方からも話をして

いきたいと考えております。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 そういうことで活用をしていっていただきたいと思います。  

それともう一つ、あそこ建物に行って入り口には看板が立っておりま

す。それなりのですね、ここは何がありました、何がありましたっちゅうこ

とでしてあるんですけど、今、流行りの仮想現実、ＶＲ技術ですね。ゴーグ

ルをかけてそこにあった、かけて見ると当時の状況あたりがわかるっていう

ふうな政策があっちこっちの自治体あたりで行われておりますけど。この辺

で言いますと、佐賀県の三重津海軍跡ですかね。あそこが何もないところで

ＶＲ動画を見ますと、その当時の状況がわかるようになっておりますけど、
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片島のそういったことを制作する、ＶＲ動画を制作するような考えはありま

せんか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 今のご質問にお答えします。教育委員会としてはそのＶＲ自

体、制作にあたってどれくらいの費用がかかるものなのか、また、どんな風

な運用の仕方があるのか、そしてまたＶＲを作ったとしてゴーグルですか

ね、そういったのをどのようにして貸出しするなどの活用の方法をするのか

とか、そういったこともまだ全然検討もしておりませんので、そういったご

質問がありましたので、今後ＶＲの効果っていうか、費用の面も含めまして

ですね、今後研究をしてみたいなと思っております。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 ＶＲ動画ですけど、１１月２９日の読売新聞に載っていたん

ですけど、長崎市がですね、移住増加のためのＶＲ動画を作るっていうこと

で、壱岐の海とか精霊流しとか、九十九島とか、そういったものを作るって

いうことで紹介されているんですけど、制作費用が、ゴーグルの購入費も含

めて約１６０万を見込んでおるっていうふうな格好でありますので、そのく

らいの予算だったらできるんじゃないかと考えますけど。先ほど教育長の答

弁がありましたように、今から研究をしていくっていうことですので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

それと、前の西日本新聞の記事の中で、川棚町内の戦時遺構がですね、

内容、全体が明らかになってきたので、文化財にするための検討の余地はあ

るというふうな答弁が、記事が載っていたんですけど、そういった町内の戦

時遺構を文化財にする申請をする考えはありませんか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 現在そういった戦時遺構については、全国的に文化財登録を

するところが増えてきているようです。今年ですね、今年度の８月現在、２

８６件、全国的にはそういった文化財の指定登録されているようです。  

ただ、ここで全国大会っていうのか、戦争遺跡保存全国シンポジウムっ

ていうのが全国各地で、周りも普通にあっているみたいなんですけど、ここ

で危惧されているのが、戦争遺構というのはあくまでも平和のために活用し

ていくものだ。そして、戦争を美化したり、軍国化を正当化するものじゃな
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いと。またこれを、戦時遺構を下手に秘密基地とか、そういったことで売り

出して観光地化しているっていうのが非常に危惧されるとこもあると。やっ

ぱり活用についてはあくまでも戦争の悲惨さ、これから後世に戦争のない世

界、平和を伝えていくものということでしていかなくちゃいけないというこ

とで、ネットというか、そういったシンポジウムの中では話があっているよ

うです。 

それで、川棚町でも平成２７年３月にですね、審議会を開いておりま

す。その中では、片島についてはあくまでも戦時遺構として保存していくも

のと。文化財についてはそのとき審議されておりますけど、話をしておりま

すけど、あくまでも戦時遺構として保存していくものとして確認をされてお

りますので、教育委員会としてはその立場を、その考えを支持していきたい

と考えているところです。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。もしですね、そういうことが可能であればですね、そ

ういう取り組みを進めていっていただきたいと思います。 

次に２番目ですね。旅行会社等にモニターツアーあたりで今度予算的に

は１２月補正で予算を組んでいるということですので、ルートあたりはまだ

決まっていないと思うんですけど、やはり町内の戦時遺構、あるいはもう

ちょっと佐世保の方の針尾無線塔、あるいは無窮洞、そういったところまで

含めたルートの考えはあっているんですか。 

議 長 産業振興長。 

産業振興課長 堀田議員のご質問にお答えいたします。明日の補正というこ

とになりますので、まだ具体的にはですね、決めておりませんけれども、あ

る程度想定はしております。まず片島、それと大崎の半島、大崎半島、そこ

を中心にっていうことで、片島公園の戦時遺構巡り、それと近くでの漁師

飯、漁師料理ですね、それと天然温泉というふうな感じで一応提案をして、

そこら辺はもっと具体的に、近くに三越の軍艦波止っていいますかね、三越

防波堤とかもありますので、そういったところもですね、一応紹介をしたり

とかしてコースは設定をしていきたいというふうに考えております。  

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。特攻記念碑とかあるいはトンネル群ですね、要するに
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トンネル工場跡、そういったところ、赤レンガ倉庫跡ですかね。あそこは

入っていないんですか。 

議 長 産業振興長。 

産業振興課長 お答えいたします。今のところ片島付近を中心にっていうこ

とでまずは考えていって、それから広げられれば広げたいというふうに思っ

ております。ただ、石木の防空壕とかほかのところ、ほとんど個人の所有地

となっておりますので、そこら辺の対応が難しいところもありますので、ま

ずは町の都市公園、そういったところを中心にまず進めていきたいというふ

うに思っております。以上です。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。わかりました。もう一つ、先ほど平和学習で修学旅行

生が見えられたと言いましたけど、今から先修学旅行を誘致するっていうこ

とであればですね、誘致する方法等あたりがあれば教えていただきたいと思

います。 

議 長 産業振興長。 

産業振興課長 ご質問にお答えいたします。修学旅行等の誘致ということで

すけれども、具体的には今のところありません。ただ、大崎のくじゃく荘と

かにも、修学旅行生が来ておりますので、そこら辺で何かのきっかけができ

ればですね、その後そこと話し合いができるような状況があれば、こういっ

たコースもありますけどという話はしていけるかなというふうには思ってお

りますけど。以上です。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 観光、要するに旅行会社等には呼びかけ等はされるんです

か。そういった、先ほどモニターツアーあたりでされるっていうふうな話で

したけど、そういった旅行会社に対しての呼びかけはしているようにしてい

るんですか。 

議 長 産業振興長。 

産業振興課長 それではご質問にお答えいたします。今のところ旅行会社の

方には、修学旅行の誘致っていう話はしておりません。以上です。  

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。わかりました。次に３番目の「片島竹灯籠まつり」に
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ついてであります。来年の３月２１日に１００年をかけて「飛躍祭」という

ことでイベントを行うということでしたけど、これは片島灯籠まつりのとき

に並行してした方がいいんじゃないかと思いますけど、その辺の考えはどう

ですか。片島灯籠まつりの時期に合わせて行うっていうのは考えられません

か。 

議 長 町長。 

町 長 はい。以前、答弁した中ではですね、１００年目を迎えて第

４回目の「片島竹灯籠まつり」が開催されるということで、これに関連して

フォトコンテストなどをしたらどうかということで担当課に指示をしており

ましたが、実は実行委員会の方から断られたそうです。同時施行は非常に問

題があると、難しいと。我々は我々独自でやりたいということで、このフォ

トコンテストについては断念をした経過がございます。そこで、年度内にこ

ういった事業をぜひ立ち上げたいということで、担当課の方では春分の日に

イベントをしたいということで、今、準備をしておりますので、担当課の方

で答えていきたいと思います。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 ３月っていえば町の感謝祭も開催される予定ですよね。たぶ

ん第２日曜ぐらいにいつも、第２かな、ぐらいに開催されているんですけ

ど、それと一緒じゃないんですよね。その辺をちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

議 長 産業振興長。 

産業振興課長 ただいまのご質問にお答えいたします。産業振興課内での事

業というか祭りですので、そこは日にちをずらして調整をしております。そ

の次の週ぐらいに虚空蔵登山会とかありますけれども、それとも重ならない

ようにしております。以上です。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 そういうことであればですね、盛り上げて、お互いに協力を

していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

次に２項目目、すこやか長寿券の見直しについてでございます。先ほど町

長の答弁の中で継続され、待ち望んでいる方もいらっしゃるっていうふうな

話がありましたけど、やはり何十年前の当時と比べたときに、今の年齢は若
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くなっているわけですね。結構６５歳からっていっても、今頃の６０歳代は

結構若い方が多くてですね、やはり昔の７０歳、６５歳、７０歳というのも

かなりのお年寄りに見えたんですけど、最近はかなり若くなっておりまし

て、まだあんまとか、そういったものは必要ないかなっていうふうな感じを

しております。それで、現在６５歳から支給されているわけですけど、これ

は先ほど若くなったっていう点から、７５歳以上に交付対象を広げるってい

う考えはありませんか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。問題提起をされたことと、提案をされたことは何か矛

盾するような気がいたしますけど、もう一度そこら辺のご提言の内容につい

て再度お願いしたいと思います。 

それから冒頭申し上げましたように、このあんま・はり・灸の無料券につ

きましては、当時いわゆる施術者側からの要望に応えて実施をしてきており

ます。この制度を今、廃止をするとなりますと、そういったときの約束事が

利用率が下がったからといって、今のこの高齢化社会において廃止をすると

いうことは、時代に逆に逆行するという考えを持っておりまして、これは引

き続き続けていきたいと、こう思っております。 

できればもっと利用率を上げたいんですが、そこで利用方法の拡大をしお

さいの湯までということで広げてきましたけれども、なかなか利用率が向上

していないという現実はあるわけですが、そこで対象者を狭めるっていうこ

とは、逆にまた利用率も下がっていくことになりますので、それについては

考えておりませんが、できれば何か、ほかにも使える用途がないかどうか、

そういったところで今、研究をさせているところであります。以上でござい

ます。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。私は廃止ばせろっていうわけじゃありませんけど、年

齢の引き上げとかあるいはもしできるようであれば希望者だけの、要するに

希望者だけってなると今度は事務的な分でいろいろ大変かと思いますけど、

希望者だけっていうことに関しての対応はどうですか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。年齢の引き上げについては、要するに
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また利用率の低下につながりますので、逆行すると思います。それから、希

望者だけに配布するということになりますと、行政サービスとしていかがな

ものかと思います。要は、本当に必要な方が利用されておりますので、いわ

ゆる希望者が利用されているということにつながると思いますので、現状を

変更する考えはありません。 

議 長 堀田議員。 

６ 番 堀 田 はい。わかりました。１００万程度の予算が組んであるわけ

ですね。そして８９万ばっかり２９年度で使用されているわけですね。そう

すると予算的にはだいたい費用対効果があっているっていうふうなことに

なっているんだろうと思いますけど、やはり使われていない方が結構いらっ

しゃるっていうことで、先ほども言いましたように、ほかにいろいろな財源

をそういったあんま・はり・灸に対象者以外にっていうことになると、あと

は子育て支援の方しかないわけですけど、なかなかそこじゃ科目が違います

ので、それはできないと思います。なかなか町長がおっしゃいましたように

使ってもらうように努力をするしかないってしか考えられないですけど、な

かなか行かないんですよね。私ももらっているんですけど、まだ肩とかはり

までするあれがないし、だからなかなかその辺が難しいと思うんですけど、

やはり廃止じゃなくにしても、年齢を上げると、年齢が上がっていくとあん

まとか何とか利用が高まるんじゃないかと考えているんですけどね。もうこ

れ以上言っても無理だと思いますので、私の一般質問はこれで終わらせてい

ただきます。 

（１４：５２） 

議 長 次に、髙以良壽人議員。 

１０番髙以良 議席番号１０番、髙以良です。次の２問について質問いたし

ます。 

まず１問目の町の花オニユリの植栽の推進についてということで質問しま

す。本町では、平成元年８月に、町の花としてオニユリを、町の木として

モッコクを制定しています。 

モッコクは庭木等として広く植栽されていて、町内でも目にする機会は多

くありますが、オニユリについては、最近は見かける機会も少なくなってき

て、町民の皆さんには町の花というほどには親しまれてはいないのではない
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かと感じます。 

私は町の花や町の木の制定の主な目的・意義は、町民の一体感や郷土を愛

する心を醸成することであると思っており、さらには自然を愛する心を育て

ていくことにもつながるのではないかと思っています。 

その町の花であるオニユリを町内で広く育てていくことは、本町のまちづ

くりの将来像である「自然を愛し くらし輝くまち」の実現にもつながって

いくのではないかとの思いから、次のことについて尋ねます。 

まず１点目、町の花、町の木を制定したことの意義及びオニユリの町内で

の現状についてどのように認識しているか。また、今後のまちづくりを進め

るうえでどのように位置づけをしていく考えか尋ねます。 

２点目、町内の各地区や小・中学校の花壇、運動公園、川棚駅前から役場

の間の県道沿いのプランター等にオニユリの植栽を進めるとともに、育て方

や増やし方等を広報紙やホームページ等で紹介する考えはないか尋ねます。 

３点目、オニユリの絵を描いたマグネットシートやシールの公用車への貼

付、町が発行する各種証明書の用紙や封筒等へのオニユリのイラストの印刷

等により、町民の皆様に町の花としての認識をさらに深めていただくととも

に、オニユリが本町の花であることを町の内外にＰＲする考えはないか尋ね

ます。 

次に２問目、認知症高齢者対象の損害賠償保険の加入についてということ

で質問します。厚生労働省の推計では、わが国の認知症高齢者の数は、団塊

の世代が７５歳以上になる平成３７年には約７００万人で、６５歳以上の高

齢者の約５人に１人に達すると見込まれており、認知症は誰もが関わる可能

性のある身近な病気と言える状況にあります。 

このような状況の中、平成１９年に愛知県で発生した、認知症の高齢者が

電車にはねられ亡くなった事故で、遺族が鉄道会社から高額な損害賠償を請

求された事案がありました。 

そして、認知症高齢者の介護に対する不安が高まったことがきっかけと

なって、認知症高齢者が加害者となった事故等で家族が損害賠償を請求され

る事態に備え、認知症の人を対象として、公費で民間の損害賠償保険に加入

する自治体が相次いでいるとの報道がありました。 

認知症の方を家族が家庭で介護する場合、介護をする側の負担や不安は相
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当大きいものがあると思いますので、その負担や不安の軽減を図り、認知症

になっても安心して暮らせる社会をつくるため、本町でも認知症高齢者を対

象とした損害賠償保険に加入する考えはないか尋ねます。以上です。 

議 長 町長。 

町 長 髙以良議員の質問にお答えいたします。ただいま２項目につ

いて質問いただきましたが、最初の町の花オニユリの植栽の推進について

は、私と教育長にお尋ねでございますが、私の方から壇上で答弁をさせてい

ただきます。必要であれば、再質問で教育長にもご質問いただきたいと思い

ます。 

町の花、町の木につきましては、平成元年度に旧国見町で開催された第４

１回全国植樹祭に伴い、本町の緑化の象徴として広く町民から町の花、町の

木を募集した候補の中から、議会や教育委員会、文化協会などで組織する選

考委員会で検討の結果、オニユリとモッコクが選定され、同年８月１日に町

の花としてオニユリ、町の木としてモッコクが指定されたものであります。 

そこで３つの質問をいただきましたが、①についてはただいま壇上で髙以

良議員が述べられたとおりであり、私もそのように認識をいたしておりま

す。 

次の②の「町内の学校や公園等各所にオニユリの植栽を進める考えはない

か」との質問についてでありますが、平成３１年度は町政施行８５周年を祝

う記念すべき年であり、その記念事業の１つとしてオニユリの植栽ができな

いか担当課に指示を出しているところでありますが、担当課が調査したとこ

ろ、オニユリの球根が希少で取引があまりないこと、インターネットで球根

を探しても５００円程度と高価なこと、植栽してもイノシシ被害が懸念され

ることなど課題もありますので、引き続き検討を進めているところでありま

す。 

次に「育て方や増やし方等を広報紙やホームページに掲載できないか」と

のご質問でありますが、町の花がオニユリであることを町民にお知らせし、

町の緑化推進を図ることは重要で、併せてその植栽方法や増やし方を広報紙

でお知らせすることは可能と考えておりますが、町民がインターネットで植

栽、栽培方法や増やし方を調べたいのであれば、すでに詳しく丁寧に栽培方

法等が掲載されておりますので、町ホームページまで掲載する必要はないも
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のと、このように考えております。 

続きまして③の「オニユリのマグネットシートやシールの公用車への貼付、

各種証明書用紙や封筒等へのイラストの印刷等により、町民に町の花として

の認識を深めてもらうとともに、町内外にＰＲする考えはないか」とのご質

問でありますが、オニユリのデザインの活用につきましては、これまでも道

路のガードレールや橋梁の欄干、下水道浄化センターの門扉などにすでにデ

ザインが活用されておりますが、新たな活用方法として議員の提案を参考に

今後検討していきたいと、このように考えております。 

また、町の内外へのＰＲにつきましては、本町の緑化の象徴としてオニユ

リを町の花に指定したものでありますので、本町の花であることを町民にＰ

Ｒすることは大変重要なことと考えておりますが、町外へはくじゃくや虚空

蔵登山など、本町の特徴的なものをシンボルマークにしてＰＲをしており、

オニユリは九州から北海道まで広く生息しており、あまり特徴的でないこと

から積極的に町外までＰＲする必要は今のところないのではないかと、こう

考えております。 

次に２項目目の「認知症高齢者対象の損害賠償保険への加入について」で

ございますが、議員ご質問のような認知症高齢者を対象とした損害賠償保険

加入事業を実施している自治体は、現在、全国で６団体確認をいたしており

ます。その一つで最初にこの事業に取り組んだ神奈川県大和市の事例を申し

上げますと、通告書にもありました平成１７年１２月に発生したＪＲ東海道

線の死亡事故にかかる認知症列車事故訴訟の最高裁判決を受け、認知症の方

が事故を起して本人や家族が損害賠償を求められる場合に備え、民間保険会

社を活用した支援事業を開始されたようであります。 

認知症による徘徊の恐れがある高齢者を被保険者として、第三者に請け負

わせた、第三者に負わせた損害を補償する損害賠償保険、さらに本人のけが

などを補償する傷害保険に市が保険契約者となり加入するものであります。

被保険者の負担はありませんが、徘徊する恐れのある人の早期発見、保護を

目的とした情報登録制度に登録する必要があり、損害賠償の補償額の上限は

３億円となっているとのことであります。その他の自治体の事業概要も同じ

ような内容で、補償額の上限は１億円から３億円となっているようです。  

本町の取り組みにつきましては、認知症高齢者またはその家族等の個人、
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損害賠償を公的に補償する救済制度のあり方、１人当たりにかかる保険料と

その財源、対象とすべきものの整理、情報登録制度等の構築などの諸問題に

対しまして調査研究が必要であり、早急な事業の実施は難しいものと、この

ように考えております。 

２０２５年問題を含め、認知症の問題については議員のご指摘のとおり、

大変憂慮すべき課題と認識をいたしております。国の新オレンジプランや本

町の第７期高齢者保健福祉計画を基に、本町におきましてもさまざまな認知

症対策の事業を展開しております。今後も、認知症高齢者等に優しいまちづ

くりにむけ、一歩一歩進めていきたいとこのように考えておりますので、ご

理解を賜わりたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。  

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 まず１問目のオニユリの件ですが、１点目の意義とか現状の

認識、それからまちづくりへの位置づけなどについては私の気持ちと同じと

いうことでしたので、特別に言うことはないと思いますが、せっかく有識者

の意見を聞いたうえでですね、町の花とか町の木を定めているということで

ありますので、しっかり位置づけをしたうえで今後のまちづくりを進めてい

ただきたいというふうに思います。 

２点目の植栽の推進とか育て方のＰＲの件ですが、３１年度に記念事業と

して検討をしているということですが、球根がないとか、買うとすれば金額

が高いとか、イノシシの被害などが考えられるということでありますけれど

も、ご存じとは思いますけど、オニユリは球根ばかりではなくてですね、ム

カゴからも、それを撒いておけば増やすことができるということも、これも

インターネットなどを見てみると、そういうムカゴからの育て方なども掲載

がありますのでご存じだと思いますが、もし球根がすぐ手に入らないという

ことであればですね、例えばそのムカゴからでも、少しずつでも集めてそれ

をどこかに増やすための栽培の委託をするということなども考えられると思

いますので、そういうことも検討していただきたいというふうに思います。  

周知については、インターネットなどで書いてあるから必要ないと考える

ということでしたけど、せっかく植栽を勧めようという町の考えがあるので

あればですね、その機会に、年に１回程度は植栽の方法なども紹介もしても

いいんじゃないかなというふうに思いますが、その点についてはどういうお
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考えでしょうか。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 今のご質問でございますが、町民へのご紹介につきましては

広報紙等で紹介したいというふうなことを考えておりますので、広報紙の方

が町民すべてに伝わるというふうな考え方からですね、広報紙の方を活用し

たいというふうに考えております。インターネットにつきましては、先ほ

ど、これも町長の答弁の中にありましたが、もし育て方を調べたいというこ

とであれば、インターネットを開きますと、例えばオニユリという文字を打

ち込めば、その栽培の仕方等も出てきますので、そこまでホームページに掲

載する必要はないだろうというふうなことでございます。以上でございま

す。 

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 確認ですが、育て方については広報紙に掲載するということ

ですね。インターネットに載っているので、必要ないと考えるっていうの

は、何が必要ないと考えたのか、ちょっと私が聞き漏らしたのかもしれませ

んが、もう１回お願いします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 インターネットで、ホームページに載せなくてもいいとこち

らからご説明しましたのは、オニユリの育て方ですね。これにつきましては

インターネットの中で検索すればすぐ出てくるというふうなことで、そこま

で必要ないのではないかということでございます。以上でございます。  

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 私がちょっと理解が足らなかったようで、ホームページへの

掲載までは考えていないということで理解したいと、答弁であったというふ

うに理解します。 

小・中学校の花壇への植栽については、これは教育長にお尋ねしたいと思

うんですが、オニユリが川棚町の花であるっていうことを子ども達に知って

もらったり、それから町の花というのはどういうことかっていうのを子ども

達に考えてもらったりするいい材料になると思うんですが、学校の花壇への

植栽についてはどういうふうに考えておられるか、教育長にお尋ねします。  

議 長 教育長。 
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教 育 長 ただいまのご質問にお答えします。子ども達への周知につき

ましては、川棚町で作成しておりますこの「わたしたちの川棚町」という社

会科学習帳の最初のページに、町章とかモッコクの木とかオニユリについて

紹介しておりますので、こういったことで全員がこれ、川棚町の子ども達に

はこの学年になったらもらえますので、そこで周知を図っているところで

す。 

そして、オニユリの栽培につきましては、各学年に応じてですね、理科

の授業とか学級園、学校園ありますので、そういった学級の活動、そして生

活科、理科の授業、そして委員会活動などで栽培活動、とても子ども達の心

を育むっていうことでは有効ですので、先ほど５００円っていうことで、球

根はなかなか手に入らないっていうことですので、そういった機会があった

らですね、この前、校長先生方にも話しましたけど、喜んで子ども達に栽培

させたいっていう回答は得ておりますので、オニユリの球根の手に入り方具

合でですね、進めていきたいと思っているところです。以上です。  

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 先ほどの再質問の中でも触れましたけど、必ずしも球根から

じゃなくてもムカゴが手に入れば、それを育ててオニユリの花が開くまでに

できるっていうこともありますのでですね、単年度に花を開かせるようにす

るのにはちょっと難しいかもしれませんが、そのムカゴから育てるっていう

ことも実際の話として教えてやりながら、子ども達に自然に愛する心を育て

るということも考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますが、そこ

から、ムカゴから育てるっていうことまでは考えていないのかどうか。でき

たらそういうことをお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。  

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。うちの公民館の管理人さん、松本さんっていう方がい

らっしゃいますけど、オニユリを栽培されております。その際、球根のムカ

ゴから育てている。やっぱり最初に育てるためには、ムカゴを育てるために

は球根が必要じゃないかなっと私自身としては認識しているところです。そ

ういった育てていらっしゃる方々が、ムカゴを手に入れながら育てるってい

うことも今後考えていきたいと思っているところです。 

議 長 髙以良議員。 
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１０番髙以良 言われるとおり、最初はムカゴが必要だということですが、

なかなか最近オニユリの花自体が少ないので、ムカゴを手に入れる機会も少

ないかなと思いますけれども、ＰＴＡあたりに呼びかけてもし手に入るよう

であれば提供していただくような、お願いなどは考えられないかお尋ねした

いと思いますが。 

議 長 町長。 

町 長 学校だけではなくして全般的なことでありますので、私の方

からお答えをさせていただきます。まず、このオニユリを増やしたいという

のは髙以良議員も私も同じ考えではないかというふうに思います。  

実は、今から２０年ほど前にさかのぼって、平成１２年に日蘭交流４０

０周年事業がありまして、これは県の事業であります。そのときに県の方か

ら県内関係市町においても、いわゆる連携した事業をやってくれないかとい

うことで、川棚町はその連携事業として花いっぱい運動としてガーデニング

コンテストを実施をしたところであります。そのときにガーデニングに植栽

する花としてオランダの代表的な花のチューリップ、そして川棚町の花であ

るオニユリを中心として、そして花壇植栽をしてくださいということでコン

テストを実施をして、それの名残として今でも大崎公園、あるいは各地区の

花壇で植栽をされております。 

しかし、時代と共にこのガーデニングの植栽が低調になってきておりま

して、実は昨日、川棚町総代会議を開催した折に、この各地区のガーデニン

グについての花苗の支給が少し少ないのではないかと。そこでこのガーデニ

ングの管理が、各地区の管理が十分に行き届いていないのではないかという

ことでご指摘、ご質問いただきましたので、実は町制施行８５周年記念事業

として取り組んでいきたいと、そういった旨を報告をしたところでありま

す。そういった中で球根が高いということ、それから植栽してもイノシシの

大好物でなかなか管理が難しいといういろんな問題がありますが、やっぱり

周年事業としてぜひ取り組みたいというふうに思っておりますので、球根を

何とか確保したいと思っております。 

その球根を確保する１つの方法としてムカゴの栽培から始めるというこ

ともありますので、これについては教育長も言いましたが、私もある個人の

方からそういった栽培をしているという情報を得ましたので、そういった町
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内の皆さん方の協力をいただきながら、何とかこの事業を新年度に実施をし

たいと思っておりますので、ぜひご理解、ご協力を賜わりますようによろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

ちなみに髙以良議員は、そういった植栽については非常に造詣が深いと思

いますが、何かご提案がありましたらよろしくお願いいたします。  

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 私もオニユリの花はですね、ときどきですね線路の土手に

１、２本あったりとか、田んぼの際に１、２本あったりっていうのを見かけ

ることはありますけど、自分で取って増やそうというまでは試みたことはあ

りませんので、ちょっとそこら辺については答弁が、答弁っていうか私から

話すようなことはありません。８５周年ですか、記念事業として取り組みた

いっていう町の考えもあるようですので、ぜひオニユリが広く川棚町で見ら

れるようにしてもらいたいなというふうに思いますが、８５周年記念事業、

具体的にはまだ案もないのかもしれませんが、町内へのオニユリの植栽につ

いてはどういった形で、場所的にですね、地区の公民館あたりにまで広めて

いきたいと考えているのか、あるいは県道沿いとかそこら辺まで含めて考え

ていかれるのか、そういうことについては具体的にもしあれば聞かせていた

だきたいと思います。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。まだ具体的には部内でも議論はしてお

りませんけれども、せっかく日蘭交流４００周年事業で大崎公園や各地区の

公民館あたりに花壇を造成していただいておりますので、それを活用してま

た新たな気持ちで取り組んでいければというふうな思いでございます。以上

です。 

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 ３点目ですが、町民への周知については必要なことと考える

ということでありましたが、オニユリは全国的にも町の花になっているとこ

ろは多いようなので、町外の方へのＰＲは必要、そこまでは考えていないと

いう答弁でありました。でも、オニユリがですね、川棚町に来たときにあち

らこちらで目にするようであれば、町外の方もああというふうに、川棚町の

記憶が残っていくことになるんじゃないか、つながるんじゃないかなという
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ふうにも思いますので、できれば町外の方にも川棚町のＰＲをするためにも

オニユリの宣伝っていいますか、積極的なＰＲをしてもいいんじゃないかな

というふうに思いますが、そこら辺のことについてはどのようにお考えで

しょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。お答えします。してもいいじゃないかと私も思います

けれども、現状ではですよ、川棚にそういったオニユリの生息っていうのが

非常に少ないわけでありますので、ＰＲするのにはちょっと、状況がちょっ

と乏しいのではないかと思います。まずは町内にＰＲをし、そしてとにかく

オニユリをもう少し増やしていくように、そういった努力を先にしていきた

い、このように考えております。以上です。 

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 オニユリの件については、今答弁があったようなことで、ぜ

ひ川棚町にオニユリがいっぱい見られるような状況になるように努力をして

いただきたいというふうに思います。 

次の２問目の認知症高齢者対象の損害保険加入の件ですが、大和市の例な

どを挙げて答弁をいただきました。全国で６団体を確認したということであ

りましたけれども、これは新聞記事からですけど、私が得た新聞記事などの

情報では８団体ですか、今後の予定も含めてですけれども、実施予定という

ところも含めて８団体があるようですので、ぜひ川棚町でも取り組んでいた

だければというふうに思いますが、先ほどの答弁では必要だということは町

長も考えておられるような答弁ですが、答弁だったと思いますが、いろんな

ことの調査なども必要であるので、早急な実施は難しいということであった

と思います。 

認知症者が加害者となった事故というのはどういう状況でいつ起こるかわ

からないということでありますので、できるだけその負担や不安を軽くする

ための取り組みは、ぜひ制度を設けてもらいたいというふうに思います。町

長もしないということではないと思いますのでですね、できるだけ早くお願

いをしたいというふうに思いますが、来年、新年度当初予算にでも必要額を

計上するようなことでの調査研究はできないかお尋ねしたいと思いますが。 

議 長 町長。 
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町 長 はい。この件につきましては、２０２５年問題というのもあ

りますので、すでに私共も研究をしております。さっき言いました６団体っ

ていうのは、実は月曜日に長崎県町村会でこれについての研究会議をもった

わけでありますけれども、そのときにこの保険制度の幹事会社であります損

害保険ジャパン日本興亜株式会社、この担当者から説明を受けて、そして全

国で６団体が実施をしているという情報を得たところであります。そして議

員からは加入する自治体が相次いでいるとの報道があったというふうに述べ

られておりますけれども、当幹事会社の説明によれば、ぼちぼち問い合わせ

がある程度ということで、その報道にあるような相次いでいるという状況で

はないようであります。しかし、さっきも言いましたように将来に渡って必

要な制度だろうということで、これからも研究をしてまいりたいと、そのよ

うに考えております。以上でございます。 

議 長 髙以良議員。 

１０番髙以良 相次いでいるという表現については、私も新聞記事をそのま

ま通告書に載せたということでありますのでですね、ちょっと誤解を与えた

部分もあるかなというふうに思いますが、新聞記事を引用したということで

ご理解をいただきたいというふうに思います。今、答弁にもありましたよう

に、町長もその必要性は考えておられるということでありますので、ぜひ早

く制度ができるように努力をしていただくということでお願いをして、質問

を終わります。 

（１５：２６） 

議     長  通告者の質問が終了しましたので、これで一般質問を終わり

ます。 

  以上を持ちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  

  本日は、これにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１５：２７） 
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